
Title 第一回衆議院議員選挙の当選者をめぐる訴訟・逮捕事件と議院の自
律性 : 議員資格審査と不逮捕特権を中心に

Sub Title Autonomy of the parliament, case and arrest Incident of the elected
candidates in the general election of 1890, with special reference to
the examination of qualification for member of parliament and the
privilege of freedom from arrest

Author 末木, 孝典(Sueki, Takanori)
Publisher 慶應義塾福沢研究センター

Publication
year

2017

Jtitle 近代日本研究 (Bulletin of modern Japanese
studies). Vol.34, (2017. ) ,p.147- 184 

JaLC DOI
Abstract
Notes 論説
Genre Departmental Bulletin Paper
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN10005325-20170000-0147

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


近
代
日
本
研
究
第
三
十
四
巻
（
二
〇
一
七
年
）

論
説

第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
の

当
選
者
を
め
ぐ
る
訴
訟
・
逮
捕
事
件
と
議
院
の
自
律
性

―
―
議
員
資
格
審
査
と
不
逮
捕
特
権
を
中
心
に
―
―

末

木

孝

典

第
一
章

は
じ
め
に

明
治
二
十
三
年
七
月
一
日
、
初
の
国
政
選
挙
で
あ
る
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
（
以
下
、
第
一
回
総
選
挙
）
の
投
票
日
を
迎
え

た
。
当
時
の
総
選
挙
は
小
選
挙
区
制
で
あ
り
、
北
海
道
と
沖
縄
を
除
く
四
十
五
府
県
に
一
人
区
二
百
十
四
、
二
人
区
四
十
三
が
設

定
さ
れ
（
小
笠
原
諸
島
を
除
く
）、
二
人
区
の
場
合
は
二
名
を
連
記
し
た
。
投
票
は
被
選
挙
人
名
以
外
に
投
票
者
の
住
所
・
氏
名

を
記
入
し
、
押
印
す
る
方
式
で
あ
っ
た
。
選
挙
権
は
直
接
国
税
十
五
円
以
上
を
納
め
た
二
十
五
歳
以
上
の
男
子
に
認
め
ら
れ
、
被

選
挙
権
は
納
税
資
格
は
同
じ
だ
が
年
齢
は
三
十
歳
以
上
の
男
子
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
有
権
者
は
人
口
の
約
一
％
に
限
定
さ
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れ
た
。
定
数
は
府
県
人
口
十
二
万
人
ご
と
に
議
員
一
名
を
配
分
し
、
個
別
選
挙
区
で
は
人
口
十
万
人
ご
と
に
議
員
一
名
を
配
分
す

る
方
法
が
と
ら
（
1
）

れ
た
。
七
月
三
日
の
選
挙
会
で
開
票
作
業
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
三
百
名
が
初
の
当
選
者
と
し
て
認
め
ら
れ

た
。
内
訳
と
し
て
は
民
党
と
呼
ば
れ
る
自
由
党
、
改
進
党
が
議
会
の
多
数
派
と
な
っ
た
。
後
日
、
当
選
者
は
府
県
知
事
か
ら
当
選

証
書
を
受
け
取
っ
た
が
、
当
時
は
立
候
補
制
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
当
選
承
諾
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

初
の
国
政
選
挙
で
あ
る
が
、
同
選
挙
に
関
す
る
研
究
は
乏
し
く
、
研
究
書
と
し
て
は
メ
イ
ソ
ン
の
『
日
本
の
第
一
回
総
選
挙
』

が
古
典
的
研
究
と
し
て
知
ら
れ
て
（
2
）

い
る
。
し
か
し
、
同
書
は
主
に
新
聞
記
事
を
根
拠
と
し
て
い
る
た
め
、
報
道
さ
れ
て
い
な
い
事

実
を
扱
っ
て
い
な
い
限
界
が
あ
る
。
研
究
論
文
も
多
く
は
特
定
選
挙
区
や
特
定
候
補
の
選
挙
運
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

で
（
3
）

あ
り
、
未
知
の
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
最
初
の
選
挙
で
あ
る
か
ら
、
正
当
な
当
選
者
、
議
員
資
格
に
関
し

て
憲
法
、
議
院
法
、
衆
議
院
議
員
選
挙
法
（
以
下
、
選
挙
法
）
な
ど
の
法
令
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
や
混

乱
が
発
生
し
た
だ
ろ
う
し
、
そ
の
結
果
は
後
の
先
例
と
な
る
点
で
重
要
で
あ
っ
た
。

選
挙
後
、
当
選
者
を
め
ぐ
る
争
い
と
し
て
当
選
訴
訟
は
十
件
提
起
さ
れ
、
当
選
直
後
に
当
選
者
が
逮
捕
さ
れ
る
事
件
が
発
生

（
4
）

し
た
。
争
い
は
第
一
議
会
に
持
ち
越
（
5
）

さ
れ
、
議
員
資
格
や
不
逮
捕
特
権
を
め
ぐ
る
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
問

題
に
関
す
る
研
究
を
概
観
す
る
と
、
古
く
は
工
藤
武
重
『
帝
国
議
会
史
』
が
第
一
議
会
で
の
議
論
を
取
り
上
げ
た
が
、
そ
れ
以
降

は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
（
6
）

な
い
。
不
逮
捕
特
権
に
関
し
て
は
、
憲
法
学
の
立
場
か
ら
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
あ
（
7
）

る
が
、
明
治
期
に

つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
議
員
資
格
審
査
や
不
逮
捕
特
権
、
免
責
特
権
な
ど
議
会
の
内
部
の
こ
と
が
ら
を
行
政
権
、

司
法
権
か
ら
独
立
し
て
決
め
る
こ
と
を
議
院
の
自
律
性
（
も
し
く
は
自
律
権
）
と
（
8
）

い
う
。
行
政
や
司
法
と
の
軋
轢
が
生
じ
た
場

合
、
憲
法
に
よ
っ
て
制
度
と
し
て
確
立
し
た
三
権
分
立
は
ど
の
よ
う
に
現
実
に
調
整
さ
れ
た
の
か
、
特
に
議
院
の
自
律
性
が
確
保

さ
れ
た
か
ど
う
か
は
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
従
来
、
当
該
期
の
立
憲
体
制
は
割
拠
性
が
特
色
で
天
皇
、
政
府
も
権
力
の
行
使
に
抑
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制
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
（
9
）

る
が
、
政
治
史
研
究
で
議
院
の
自
律
性
を
論
じ
た
論
考
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。

本
稿
は
、
第
一
回
総
選
挙
を
め
ぐ
っ
て
提
起
さ
れ
た
主
な
訴
訟
や
議
員
逮
捕
に
つ
い
て
詳
し
く
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
議

員
資
格
審
査
や
不
逮
捕
特
権
を
め
ぐ
る
衆
議
院
内
外
の
動
き
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
立
憲
体
制
草
創
期
に
お
け

る
三
権
分
立
の
実
際
の
運
用
と
議
院
の
自
律
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
章

訴
訟
の
概
要

本
章
で
は
、
第
一
回
総
選
挙
を
め
ぐ
っ
て
提
起
さ
れ
た
各
地
の
主
な
訴
訟
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
争
い
の
内
容
や
そ
の
特
徴

を
論
じ
る
。
な
お
、
当
選
訴
訟
は
、
選
挙
法
七
十
八
条
の
規
定
に
も
と
（
10
）

づ
き
、「
当
選
を
失
ひ
た
る
者
」
が
「
当
選
人
の
当
選
を

無
効
と
す
る
の
理
由
あ
り
と
認
む
る
と
き
」、「
当
選
人
を
被
告
と
し
」、
姓
名
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
控
訴
院
に
提
訴
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
三
十
日
以
内
の
期
限
を
経
過
し
た
後
提
訴
し
て
も
効
力
は
な
い
と
定
め
ら
れ
た
。
控
訴
院
判
決
に

不
服
が
あ
る
場
合
は
大
審
院
に
上
告
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
八
十
六
条
）。
ま
た
、
当
選
人
は
裁
判
確
定
ま
で
衆
議
院
に
列
席
す

る
権
利
を
奪
わ
れ
ず
（
八
十
七
条
）、
選
挙
法
の
規
定
以
外
は
普
通
の
訴
訟
手
続
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
（
八
十
八
条
）。

（
1
）
茨
城
四
区

茨
城
県
第
四
区
は
、
投
票
の
結
果
（
選
挙
人
一
千
九
百
五
人
、
棄
権
九
十
八
人
、
無
効
四
十
四
票
）、
森
隆
介
が
六
百
二
十
一

票
を
獲
得
し
、
六
百
九
票
の
赤
松
新
右
衛
門
を
十
二
票
差
で
破
っ
て
当
選
し
た
。
七
月
六
日
、
安
田
定
則
茨
城
県
知
事
は
当
選
証

書
を
森
に
授
与
し
た
。
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赤
松
は
、
無
効
と
判
定
さ
れ
た
票
の
中
に
自
分
へ
の
有
効
票
二
十
七
票
が
あ
る
こ
と
と
、
他
人
の
票
と
さ
れ
た
票
の
中
に
自
分

へ
の
票
一
票
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
七
月
九
日
、
河
田
景
雄
選
挙
長
を
相
手
取
っ
て
投
票
効
力
不
当
決
定
取
消
訴
訟
を
水
戸
始

審
裁
判
所
下
妻
支
庁
に
提
起
し
た
。
ま
た
、
同
時
期
に
選
挙
人
内
田
林
八
も
、
投
票
用
紙
の
裏
側
に
投
票
所
管
理
者
の
印
が
押
さ

れ
た
三
十
七
票
に
つ
い
て
赤
松
と
館
野
芳
之
助
の
有
効
票
と
選
挙
長
が
判
断
し
た
こ
と
を
不
当
と
し
て
同
様
の
訴
訟
を
提
起
し

た
。二

十
二
日
、
同
裁
判
所
下
妻
支
庁
は
赤
松
の
主
張
を
認
め
、
選
挙
法
五
十
一
条
五
項
の
趣
旨
に
沿
っ
て
「
其
姓
名
を
明
認
し
得

ら
る
る
も
の
は
之
を
有
効
と
決
す
る
に
於
て
啻
に
実
害
な
き
の
み
な
ら
ず
実
に
法
意
に
沿
ふ
も
の
と
云
ふ
を
得
へ
し
」
と
述
べ
、

一
見
し
て
赤
松
の
票
で
あ
る
の
に
無
効
と
判
定
さ
れ
た
票
二
十
七
票
を
赤
松
の
票
と
認
定
し
、
別
人
の
票
と
さ
れ
た
票
に
つ
い
て

一
票
を
赤
松
、
一
票
を
森
、
一
票
を
館
野
芳
之
助
の
票
と
そ
れ
ぞ
れ
認
定
す
る
判
決
を
下
（
11
）

し
た
。
河
田
側
は
問
題
と
さ
れ
た
無
効

票
に
つ
い
て
、「
字
体
の
明
瞭
な
る
も
の
は
別
に
想
像
上
の
人
を
設
け
之
れ
か
得
投
票
と
為
す
へ
き
」
だ
っ
た
が
、「
当
時
投
票
の

多
数
と
煩
雑
と
に
制
せ
ら
れ
錯
て
他
の
誤
字
若
く
は
不
明
の
投
票
と
共
に
無
効
と
決
定
」
し
て
し
ま
っ
た
と
弁
明
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
赤
松
六
百
三
十
七
票
、
森
六
百
二
十
二
票
、
館
野
五
百
九
票
と
な
る
。
判
決
を
受
け
て
選
挙
長
は
知
事
に
報
告
し
、
知
事
は

八
月
一
日
、
茨
城
県
告
示
第
一
二
七
号
で
森
の
当
選
を
取
り
消
し
、
同
一
二
八
号
で
赤
松
の
当
選
を
告
示
し
赤
松
に
当
選
証
書
を

授
与
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
衆
議
院
は
八
月
十
二
日
に
森
の
当
選
無
効
を
認
定
し
、
二
十
五
日
に
赤
松
の
当
選
を
認
め
た
。
こ

れ
が
最
初
の
当
選
者
交
代
と
な
っ
た
。

当
選
取
り
消
し
を
不
服
と
す
る
森
は
八
月
十
二
日
、
知
事
を
相
手
取
っ
て
不
法
告
示
取
消
訴
訟
を
東
京
控
訴
院
に
提
起
し
た
。

十
一
月
十
九
日
、
同
控
訴
院
は
取
消
請
求
の
権
利
が
な
い
と
し
て
森
の
訴
え
を
棄
却
し
た
。
ま
た
、
選
挙
長
が
下
妻
支
庁
判
決
を

不
服
と
し
て
上
告
し
て
い
た
裁
判
も
、
大
審
院
が
十
一
月
二
十
四
日
、
原
判
決
を
支
持
す
る
判
決
を
下
し
、
赤
松
勝
訴
が
確
定
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（
12
）

し
た
。
河
田
側
は
、
別
人
と
判
断
し
た
票
に
関
し
て
、
原
判
決
が
、
本
来
存
在
し
な
い
被
選
挙
人
名
簿
へ
の
氏
名
記
載
の
な
い
こ

と
や
、
投
票
用
紙
記
載
の
文
字
以
外
に
選
挙
運
動
の
事
実
が
な
い
こ
と
を
判
断
基
準
に
し
た
こ
と
を
批
判
し
た
が
、
大
審
院
は
被

選
挙
人
名
簿
の
件
は
原
判
決
の
錯
誤
と
認
定
し
た
も
の
の
、
全
体
の
事
実
に
は
影
響
を
与
え
な
い
と
し
て
原
判
決
破
棄
の
理
由
に

は
な
ら
な
い
と
し
た
。
同
様
に
内
田
の
起
こ
し
た
訴
訟
に
つ
い
て
も
大
審
院
は
十
一
月
十
四
日
に
、
投
票
管
理
者
の
印
自
体
は
投

票
の
有
効
無
効
に
影
響
し
な
い
と
判
断
し
、
上
告
を
棄
却
（
13
）

し
た
。

そ
し
て
、
二
十
五
日
に
召
集
さ
れ
た
衆
議
院
に
は
、
森
と
赤
松
の
両
者
が
向
か
っ
た
。
森
は
当
選
証
書
を
持
っ
て
曽
根
荒
助
書

記
官
長
に
面
会
し
た
と
こ
ろ
、
書
記
官
長
か
ら
「
議
員
名
簿
に
姓
名
な
き
も
の
ハ
列
席
せ
し
む
る
を
得
ざ
る
」
と
告
げ
ら
（
14
）

れ
た
。

森
は
議
場
に
お
い
て
議
員
の
意
見
に
よ
っ
て
去
就
を
決
め
て
ほ
し
い
と
書
面
の
取
り
次
ぎ
を
依
頼
し
た
が
拒
絶
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
森
は
十
二
月
八
日
に
議
席
請
求
書
を
提
出
し
て
自
ら
が
正
当
な
当
選
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
衆
議
院
は
十

日
付
で
請
求
書
を
却
下
し
、
森
の
出
席
を
認
め
な

（
15
）

か
っ
た
。
十
五
日
に
も
森
は
再
申
書
を
中
島
信
行
衆
議
院
議
長
に
提
出
し
た
。

森
の
主
張
を
要
約
す
れ
ば
、
下
妻
支
庁
判
決
を
理
由
に
森
の
当
選
を
取
り
消
し
た
の
は
地
方
官
の
任
意
の
処
分
に
す
ぎ
ず
効
力
は

な
い
。
ま
た
、
も
し
次
点
者
が
下
妻
支
庁
判
決
を
森
の
当
選
無
効
の
理
由
と
す
る
な
ら
ば
、「
選
挙
法
第
七
十
八
条
に
依
り
隆
介

に
対
し
当
選
訴
訟
を
提
起
し
以
て
其
権
利
を
争
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
」。
自
分
は
当
選
訴
訟
に
よ
り
無
資
格
と
判
決
さ
れ
た
こ
と
も

な
け
れ
ば
、
衆
議
院
に
よ
っ
て
資
格
な
し
と
議
決
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
議
院
法
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
資
格
な

し
を
証
明
さ
れ
る
ま
で
は
議
院
に
お
い
て
位
列
及
び
発
言
の
権
利
を
失
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
議
事
に
参
加
す
る
こ
と
の
許

可
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で

（
16
）

あ
っ
た
。

以
後
、
森
と
赤
松
の
争
い
は
衆
議
院
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
議
員
か
ら
赤
松
の
議
員
資
格
審
査
の
申
立
が
行
わ

れ
た
（
こ
の
件
に
つ
い
て
は
第
四
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
）。
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（
2
）
石
川
二
区

石
川
県
第
二
区
は
投
票
の
結
果
（
選
挙
人
二
千
六
十
七
人
、
棄
権
六
十
一
人
、
無
効
六
票
）、
一
千
二
十
一
票
を
獲
得
し
た
相

川
久
太
郎
が
九
百
七
十
票
の
杉
村
寛
正
を
破
り
当
選
し
た
。

選
挙
後
、
相
川
他
二
名
は
私
書
変
造
行
使
（
生
年
月
日
詐
称
）
の
疑
い
で
金
沢
軽
罪
裁
判
所
の
取
調
べ
を
受
け
た
が
、
八
月
十

一
日
、
予
審
で
免
訴
の
言
い
渡
し
を
受
（
17
）

け
た
。
言
渡
書
に
よ
る
と
、
相
川
の
生
年
月
日
は
元
治
元
年
八
月
十
五
日
で
二
十
六
歳
で

あ
る
こ
と
は
各
証
拠
に
よ
り
明
確
だ
が
、
三
名
が
共
謀
し
て
年
齢
不
足
を
補
う
た
め
私
書
を
変
造
し
て
行
使
し
た
と
い
う
証
拠
は

不
十
分
で
あ
る
た
め
治
罪
法
二
百
二
十
四
条
に
従
っ
て
免
訴
と
（
18
）

し
た
。
次
点
の
杉
村
は
、
十
五
日
、
相
川
の
年
齢
が
被
選
挙
人
資

格
を
満
た
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
大
阪
控
訴
院
に
当
選
訴
訟
を
提
起
し
た
。
十
月
十
六
日
の
公
判
で
、
相
川
側
は
地
租
修
正
に

よ
り
杉
村
の
納
税
額
が
十
三
円
余
に
減
少
し
て
十
五
円
未
満
で
あ
り
、
訴
訟
提
起
の
権
利
が
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
妨
訴
の
抗
弁

を
行
（
19
）

っ
た
。
杉
村
側
は
地
租
修
正
に
よ
り
納
税
額
が
十
九
円
余
か
ら
十
八
円
七
十
銭
余
に
減
少
し
た
が
提
訴
の
権
利
は
あ
る
と
反

論
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
相
川
の
当
選
無
効
を
審
理
す
る
前
に
杉
村
の
提
訴
の
権
利
を
論
じ
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
中
間
判
決
を
下

す
こ
と
に
な
っ
た
。
裁
判
長
は
即
日
、
妨
訴
の
抗
弁
に
関
し
て
棄
却
す
る
中
間
判
決
を
下
し
た
。
相
川
側
は
不
服
と
し
て
大
審
院

に
上
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
杉
村
側
は
、
本
件
は
最
も
緊
急
を
要
す
る
た
め
、
中
間
判
決
に
対
す
る
上
告
に
拘
わ
ら
ず
引
き
続

き
本
案
の
審
理
を
行
う
こ
と
を
書
面
で
申
し
立
（
20
）

て
た
。

二
十
四
年
一
月
二
十
八
日
、
大
阪
控
訴
院
民
事
第
三
部
は
、
年
齢
不
足
の
た
め
被
選
人
資
格
が
な
い
と
し
て
相
川
の
当
選
を
無

効
と
す
る
も
、
杉
村
を
適
法
の
当
選
人
と
す
る
判
断
は
し
な
い
と
い
う
本
案
判
決
を
下
し
、
訴
訟
費
用
は
相
川
が
九
割
、
杉
村
が

一
割
を
負
担
す
る
こ
と
を
命
（
21
）

じ
た
。
相
川
か
ら
大
審
院
に
妨
訴
に
関
す
る
上
告
が
な
さ
れ
て
い
る
中
で
の
判
決
で
あ
っ
た
。
判
決
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文
に
よ
る
と
、
判
決
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。
明
治
七
年
戸
籍
に
は
万
延
元
年
正
月
十
五
日
生
と
あ
る
が
、
明
治
十
一
年

戸
籍
に
は
文
久
三
年
正
月
十
五
日
生
と
あ
り
、
七
年
戸
籍
は
十
一
年
戸
籍
に
よ
っ
て
効
力
を
失
っ
て
い
る
。
乙
二
号
証
は
出
所
が

不
明
で
作
為
に
よ
る
も
の
か
分
か
ら
な
い
か
ら
信
用
で
き
な
い
。
徴
兵
異
動
届
に
は
被
告
の
署
名
と
捺
印
が
あ
り
、
証
拠
書
類
五

通
を
含
め
元
治
元
年
八
月
十
五
日
生
と
記
載
が
あ
る
。
明
治
二
十
三
年
に
相
当
の
手
続
を
経
て
戸
籍
を
訂
正
し
た
が
事
実
と
異
な

る
。
よ
っ
て
相
川
の
真
実
の
生
年
月
日
は
元
治
元
年
八
月
十
五
日
と
認
定
す
る
。
ゆ
え
に
選
挙
法
八
条
に
定
め
る
相
当
の
年
齢
に

は
達
し
て
い
な
い
。

二
月
五
日
、
大
審
院
は
妨
訴
申
立
に
関
す
る
中
間
判
決
を
不
服
と
す
る
相
川
の
上
告
を
棄
却
し
、
原
判
決
を
支
持
し
た
。
相
川

は
杉
村
の
直
接
国
税
額
が
十
五
円
未
満
だ
か
ら
議
員
資
格
を
持
た
ず
、
提
訴
の
権
利
を
持
た
な
い
こ
と
、
原
判
決
が
直
接
国
税
と

提
訴
の
権
利
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
関
し
て
相
川
の
挙
証
を
拒
絶
し
た
こ
と
、
杉
村
が
石
川
郡
長
に
任
命
さ
れ

議
員
と
の
兼
職
が
で
き
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。
大
審
院
は
、
原
判
決
に
お
い
て
、
杉
村
が
直
接
国
税
十
五
円
以
上
を
満
た
し
て

い
る
と
認
め
た
点
、
選
挙
区
外
の
郡
長
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
で
議
員
の
当
選
資
格
を
失
う
も
の
で
は
な
く
、
任
命
は
原
裁
判
以
後

で
あ
る
点
か
ら
相
川
の
主
張
を
退
（
22
）

け
た
。
二
月
十
日
の
衆
議
院
で
は
、
書
記
官
長
か
ら
大
阪
控
訴
院
判
決
の
報
告
と
相
川
の
中
間

判
決
に
関
す
る
上
告
棄
却
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

二
月
二
十
八
日
、
相
川
は
大
阪
控
訴
院
本
案
判
決
を
不
服
と
し
て
大
審
院
に
上
告
（
23
）

し
た
。
趣
旨
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
、
控

訴
院
が
万
延
元
年
一
月
十
五
日
生
ま
れ
と
記
載
が
あ
る
七
年
戸
籍
は
十
一
年
戸
籍
に
よ
っ
て
失
効
し
た
と
い
う
が
、
十
一
年
戸
籍

の
文
久
三
年
一
月
十
五
日
生
ま
れ
と
の
記
載
は
二
十
三
年
の
訂
正
に
よ
っ
て
万
延
元
年
一
月
十
五
日
生
ま
れ
と
改
正
さ
れ
て
い

る
。
相
当
の
手
続
を
経
て
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
偽
造
変
造
で
な
い
限
り
司
法
権
は
侵
入
で
き
な
い
。
第
二
に
、
同
院
が

相
川
の
年
齢
を
確
定
す
る
際
に
十
一
年
戸
籍
の
文
久
三
年
一
月
十
五
日
生
ま
れ
で
は
な
く
元
治
元
年
八
月
十
五
日
生
ま
れ
と
す
る
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の
は
、
申
し
立
て
ざ
る
事
物
を
被
告
に
帰
せ
し
め
て
お
り
、
民
事
訴
訟
法
二
百
三
十
条
に
違
反
し
て
い
る
。
第
三
に
、
二
十
三
年

訂
正
の
戸
籍
は
正
確
な
の
に
、
元
治
元
年
生
ま
れ
と
判
示
し
た
こ
と
を
み
れ
ば
排
斥
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
理
由
を
明
示
し
な

い
の
は
不
法
で
あ
る
。
第
四
に
、
妨
訴
の
抗
弁
上
告
中
は
裁
判
言
渡
を
す
べ
き
で
な
い
と
申
立
を
行
っ
た
の
に
裁
判
言
渡
を
行
っ

た
の
は
民
事
訴
訟
法
二
百
七
条
（
24
）

二
項
に
違
反
し
て
い
る
。

五
月
七
日
、
大
審
院
は
上
告
を
受
（
25
）

理
し
、
六
月
二
十
二
日
、
相
川
の
上
告
を
棄
却
す
る
判
決
を
下
（
26
）

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
相
川
の

当
選
無
効
が
確
定
し
、
衆
議
院
は
六
月
二
十
五
日
に
杉
村
を
当
選
者
と
し
て
認
め
た
。

（
3
）
熊
本
六
区

熊
本
県
第
六
区
は
投
票
の
結
果
（
選
挙
人
五
百
五
十
九
人
、
棄
権
六
十
九
人
、
無
効
三
票
）、
二
百
四
十
六
票
を
獲
得
し
た
代

言
人
・
松
山
守
善
が
、
二
百
三
十
九
票
の
小
崎
義
明
を
七
票
差
で
破
り
当
選
し
た
。

松
山
は
当
初
、
中
西
新
作
の
応
援
を
し
て
い
た
が
、
中
西
に
中
立
派
が
反
対
し
て
い
た
関
係
上
、
松
山
が
候
補
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
く

（
27
）

な
っ
た
。
当
選
後
、
無
資
格
者
に
よ
る
投
票
の
容
疑
で
天
草
の
住
民
が
拘
引
（
28
）

さ
れ
、
松
山
は
当
選
辞
退
す
れ
ば
告
訴
を
取

り
下
げ
る
と
反
対
派
か
ら
脅
さ
れ
、
仲
間
か
ら
は
慰
留
さ
れ
た
が
当
選
辞
退
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、
直
後
に
辞
退
を
撤
回
す

る
。
そ
の
理
由
は
、
松
山
自
身
に
よ
れ
ば
病
床
の
長
女
に
「
初
期
の
議
会
が
大
事
で
も
あ
り
名
誉
で
も
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
か
ら

だ
と
（
29
）

い
う
。
松
山
ら
改
進
党
と
対
立
す
る
国
権
党
の
機
関
紙
『
九
州
日
日
新
聞
』
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
松
山
は
辞
退
届
を
作
成

し
、
中
西
新
作
に
月
日
を
空
欄
の
ま
ま
預
け
て
お
い
た
と
こ
ろ
仲
間
の
決
議
を
待
た
ず
に
中
西
が
独
断
で
提
出
し
た
も
の
で
あ

り
、
内
部
の
協
議
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
で
あ
（
30
）

っ
た
。

八
月
十
二
日
、
小
崎
は
松
山
の
当
選
無
効
を
求
め
て
長
崎
控
訴
院
に
当
選
訴
訟
を
提
起
し
た
。
十
月
九
日
、
同
控
訴
院
は
松
山
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勝
訴
の
判
決
を
下
し
た
。
小
崎
は
た
だ
ち
に
上
告
し
た
。
公
（
31
）

判
で
、
小
崎
側
は
、
新
合
村
十
人
と
一
丁
田
村
一
人
の
計
十
一
人
は

選
挙
人
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
選
挙
会
の
際
に
無
資
格
者
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
八
月
十
日
に
村
長
か
ら
郡
長
に
名
簿
取

消
の
依
頼
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
証
拠
（
32
）

と
し
、
松
山
側
は
、
選
挙
会
ま
で
名
簿
に
関
す
る
公
訴
の
提
起
な
く
投
票
、
開
票
が

行
わ
れ
た
こ
と
、
村
長
か
ら
の
名
簿
取
消
の
申
し
出
は
越
権
行
為
で
無
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
判
決
は
、
十
一
人
が
無
資

格
で
あ
る
明
確
な
証
拠
が
な
い
こ
と
、
選
挙
人
名
簿
縦
覧
期
限
内
に
選
挙
長
に
改
正
を
求
め
る
べ
き
も
の
で
そ
の
期
限
を
経
過
し

て
い
る
こ
と
、
異
議
な
く
確
定
し
た
名
簿
に
も
と
づ
い
た
選
挙
で
松
山
が
当
選
し
た
こ
と
は
有
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
な
お
、

無
資
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
投
票
を
行
っ
た
者
と
関
係
者
計
十
四
人
に
対
し
て
は
、
十
月
三
十
一
日
に
投
票
偽
造
、
私
書
偽
造
の
罪

で
、
最
も
重
い
者
に
は
重
禁
錮
八
ヵ
月
、
罰
金
十
円
、
監
視
六
ヵ
月
の
判
決
が
下
（
33
）

っ
た
。

翌
二
十
四
年
三
月
二
十
四
日
、
大
審
院
は
原
判
決
を
破
棄
し
、
広
島
控
訴
院
に
移
送
す
る
判
決
を
下
（
34
）

し
た
。
小
崎
側
は
、
第
一

に
控
訴
院
判
決
が
無
資
格
者
の
資
格
有
無
に
つ
い
て
審
理
判
定
し
な
い
の
は
不
法
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
確
定
し
た
選
挙
人
名
簿

に
登
載
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
無
資
格
者
が
有
資
格
者
に
変
じ
る
効
力
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
選
挙
法
七
十
八
条
は
い
か
な

る
場
合
で
も
当
選
者
の
当
選
を
無
効
と
す
る
理
由
が
あ
る
と
き
は
提
訴
で
き
る
と
し
て
い
る
か
ら
、
当
選
者
と
次
点
者
の
票
差
以

上
の
無
資
格
者
に
よ
る
投
票
が
あ
っ
た
場
合
に
は
当
然
提
訴
で
き
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
判
決
は
、
選
挙
人
資
格
の
有
無
を
理
由

に
当
選
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
資
格
の
有
無
は
主
要
な
問
題
で
あ
る
か
ら
明
瞭
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
に
も
拘

わ
ら
ず
、
原
判
決
が
曖
昧
に
し
た
点
は
審
理
を
尽
く
さ
ず
不
法
の
瑕
疵
を
免
れ
な
い
。
ま
た
、
原
判
決
は
選
挙
人
名
簿
の
確
定
と

選
挙
資
格
を
混
同
し
て
お
り
、
選
挙
法
二
十
二
条
、
二
十
三
条
の
解
釈
を
誤
っ
て
い
る
こ
と
も
不
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

五
月
十
四
日
、
広
島
控
訴
院
は
松
山
の
当
選
を
無
効
と
す
る
判
決
を
松
山
欠
席
の
ま
ま
下
し
た
。
具
体
的
に
は
、
松
山
の
得
票

二
百
四
十
六
票
の
う
ち
、
十
一
名
は
無
資
格
に
も
拘
わ
ら
ず
資
格
を
偽
造
し
て
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
の
小
崎
の
主
張
に
対
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し
て
、
松
山
は
喚
出
に
出
頭
し
な
い
た
め
「
自
白
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
シ
」、
松
山
の
得
票
を
二
百
三
十
五
票
と
し
た
。
こ
れ
は

次
点
者
小
崎
の
得
票
二
百
三
十
九
票
を
下
回
る
た
め
当
選
無
効
と
判
決
（
35
）

し
た
。
た
だ
し
、
小
崎
を
適
法
の
当
選
人
と
す
べ
き
も
の

と
の
請
求
は
却
下
し
た
。
判
決
は
当
選
訴
訟
を
当
選
人
の
当
選
を
無
効
と
す
る
理
由
が
あ
る
と
き
、
そ
れ
を
取
り
消
す
た
め
に
提

起
す
る
も
の
と
解
釈
し
、
適
法
の
当
選
人
を
決
め
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
小
崎
側
代
理
人
岸
清
一

は
、
控
訴
院
は
当
選
の
有
効
無
効
だ
け
で
な
く
適
法
の
当
選
人
を
決
定
す
べ
き
で
、
判
決
は
「
法
律
を
誤
解
し
た
る
者
」
と
批
判

す
る
一
方
、
小
崎
が
最
多
数
の
投
票
を
得
た
こ
と
は
明
示
さ
れ
た
の
で
行
政
庁
が
小
崎
に
当
選
証
書
を
付
与
す
る
だ
ろ
う
と
述

（
36
）

べ
た
。

そ
し
て
、
七
月
六
日
、
小
崎
は
上
告
せ
ず
、
広
島
控
訴
院
判
決
が
確
定
（
37
）

し
た
。
二
十
七
日
、
天
草
郡
役
所
に
て
選
挙
長
と
選
挙

立
会
人
に
よ
っ
て
投
票
実
物
の
調
査
が
な
さ
れ
、
小
崎
二
百
三
十
八
票
、
松
山
二
百
三
十
五
票
と
判
明
（
38
）

し
た
。
衆
議
院
は
松
山
の

当
選
無
効
を
認
定
し
、
同
月
二
十
七
日
に
小
崎
を
当
選
者
と
認
め
た
。
松
平
正
直
熊
本
県
知
事
は
、
告
示
第
六
十
三
号
（
七
月
三

十
一
日
付
）
に
お
い
て
小
崎
の
当
選
を
告
示
（
39
）

し
た
。

（
4
）
群
馬
四
区

群
馬
県
第
四
区
は
、
投
票
の
結
果
（
選
挙
人
一
千
八
百
四
十
七
人
、
棄
権
五
十
一
人
、
無
効
七
票
）、
温
泉
旅
館
を
経
営
す
る

木
暮
武
太
夫
が
四
百
六
十
四
票
を
獲
得
し
、
四
百
二
十
二
票
の
島
田
音
七
を
破
っ
て
当
選
し
た
。

選
挙
後
、
選
挙
区
内
の
東
村
に
不
正
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
島
田
派
が
控
訴
院
に
提
訴
す
る
材
料
を
探
し
て
奔
走
し
た
が
、
東

村
は
木
暮
派
で
占
め
ら
れ
て
い
た
た
め
困
苦
し
て
い
た
。
し
か
し
高
崎
収
税
部
出
張
所
在
勤
の
職
員
に
依
頼
し
納
税
額
を
調
査

し
、
そ
の
結
果
村
長
を
始
め
四
十
名
が
無
資
格
で
村
長
の
不
正
行
為
が
確
実
と
い
う
証
拠
を
つ
か
（
40
）

ん
だ
。
八
月
十
一
日
、
高
崎
警
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察
署
長
は
島
田
の
提
訴
の
動
き
を
知
り
、
郡
役
所
で
土
地
台
帳
を
調
査
し
、
東
村
投
票
者
三
十
五
名
が
納
税
額
十
五
円
未
満
と
警

部
長
に
報
告
し
た
。
こ
れ
は
村
長
が
「
有
心
故
造
無
資
格
者
に
選
挙
せ
し
め
た
る
も
の
」
と
し
て
、
村
長
に
対
し
て
官
文
書
偽
造

の
告
発
を
す
べ
き
と
上
申
（
41
）

し
た
。
そ
の
後
、
東
村
の
村
長
ら
三
十
六
人
は
選
挙
法
違
反
で
告
訴
さ
れ
る
事
態
と
な
（
42
）

っ
た
。

島
田
は
、
木
暮
に
投
票
し
た
東
村
投
票
者
の
中
に
死
亡
者
、
賭
博
犯
で
満
三
年
経
過
し
て
い
な
い
者
、
直
接
国
税
十
五
円
未
満

の
者
、
代
人
投
票
者
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
投
票
を
無
効
と
し
て
除
け
ば
自
分
が
当
選
者
と
な
る
こ
と
を
主
張
し
、
十
二
日
、
当
選

訴
訟
を
東
京
控
訴
院
に
提
起
（
43
）

し
た
。

翌
年
二
月
二
十
三
日
、
前
橋
地
方
裁
判
所
は
、
予
審
の
結
果
、
村
長
ら
三
十
六
名
に
対
し
て
、「
衆
議
院
議
員
選
挙
資
格
を
詐

称
し
て
選
挙
名
簿
に
記
載
せ
ら
れ
た
る
と
の
証
拠
不
充
分
な
り
」
と
し
て
、
全
員
免
訴
と
（
44
）

し
た
。

三
月
七
日
、
第
一
審
・
東
京
控
訴
院
は
、「
被
告
木
暮
武
太
夫
の
当
選
は
選
挙
人
に
於
て
資
格
の
具
備
せ
さ
る
も
の
ヽ
投
票
四

拾
六
票
あ
り
依
て
最
多
数
を
以
て
当
選
し
た
る
効
力
は
存
せ
さ
る
も
の
と
す
」、「
訴
訟
入
費
は
被
告
之
を
負
担
す
へ
し
」
と
判
決

し
、
木
暮
票
四
百
六
十
四
票
の
う
ち
四
十
六
票
を
無
資
格
者
の
投
票
と
認
定
し
、
票
数
逆
転
で
島
田
勝
訴
の
判
決
を
出
（
45
）

し
た
。
理

由
と
し
て
、
第
一
に
、
木
暮
側
は
選
挙
人
名
簿
確
定
後
に
投
票
を
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
資
格
を
今
日
に
至
っ
て
争
う
べ
き
で
は

な
い
と
主
張
す
る
が
、
名
簿
確
定
の
効
力
は
単
に
投
票
す
べ
き
も
の
を
一
応
確
定
し
た
だ
け
で
あ
り
、
無
資
格
者
が
行
っ
た
投
票

を
有
効
と
す
る
効
果
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
木
暮
票
の
う
ち
四
十
四
人
は
納
税
資
格
が
な
い
こ
と
は
直
税
署
の
証
明

で
明
ら
か
で
あ
り
、
一
人
が
賭
博
罪
で
満
期
の
後
三
年
経
て
い
な
い
こ
と
、
一
人
が
す
で
に
死
亡
し
た
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
監
獄
署

と
長
尾
村
村
長
助
役
の
証
明
書
で
明
白
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
四
十
六
人
は
無
資
格
者
に
よ
る
投
票
で
あ
る
。
第
三
に
、
以
上
の
よ

う
に
木
暮
票
四
百
六
十
四
票
か
ら
四
十
六
票
を
引
く
と
四
百
十
八
票
と
な
り
、
島
田
は
四
百
二
十
二
票
で
あ
る
か
ら
木
暮
は
最
多

得
票
者
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
判
決
を
受
け
て
、
島
田
は
自
ら
を
当
選
者
と
す
る
当
選
証
書
の
交
付
を
申
請
し
た
。
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四
月
十
五
日
、
群
馬
県
内
務
部
長
は
、
裁
判
は
上
告
し
て
審
理
中
の
た
め
確
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
交
付
で
き
な
い
と
回

答
（
46
）

し
た
。

一
審
判
決
を
不
服
と
す
る
木
暮
側
は
大
審
院
に
上
告
し
た
。
上
告
趣
旨
は
下
記
の
通
り
で
（
47
）

あ
る
。
第
一
に
、
原
判
決
が
選
挙
人

の
資
格
訴
訟
と
当
選
訴
訟
の
区
別
を
せ
ず
に
、
確
定
名
簿
は
選
挙
区
に
制
限
さ
れ
な
い
被
選
挙
人
が
選
挙
人
の
資
格
効
力
を
争
う

こ
と
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
理
由
な
く
破
棄
し
た
の
は
民
事
訴
訟
法
四
百
三
十
五
条
に
照
ら
し
不
法
で
あ
る
。
第
二

に
、
判
決
は
直
税
分
署
帳
簿
の
性
質
を
誤
解
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
選
挙
法
六
条
三
項
の
納
税
額
を
定
め
る
と
し
た
の
は
不
法
で
あ

る
。
選
挙
人
名
簿
は
直
税
分
署
の
帳
簿
に
よ
っ
て
作
成
す
る
の
で
は
な
く
、
土
地
台
帳
名
寄
帳
町
村
役
場
の
記
録
に
よ
ら
な
け
れ

ば
相
続
や
共
有
地
納
税
負
担
の
割
合
、
他
町
村
の
納
税
額
を
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
直
税
分
署
は
県
下
一
般
の
納
税
を
管

轄
す
る
の
で
は
な
く
行
政
区
画
の
一
部
を
管
理
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
第
三
に
、
判
決
は
裁
判
の
理
由
と
し
て
引
用
し
た
証
拠
に
反

対
す
る
事
実
を
掲
げ
た
の
は
不
法
で
あ
る
。
直
税
分
署
の
証
明
に
よ
っ
て
も
十
五
円
以
上
の
納
税
が
確
認
で
き
る
四
人
ま
で
も
無

効
と
し
た
の
は
証
拠
を
ね
つ
造
し
た
不
法
な
裁
判
で
あ
る
。
第
四
に
、
判
決
が
無
効
と
し
た
四
十
六
票
の
う
ち
四
十
四
票
に
つ
い

て
明
確
に
人
名
、
納
税
額
を
挙
げ
無
効
の
理
由
を
示
さ
な
い
の
は
民
事
訴
訟
法
四
百
三
十
六
条
七
項
に
該
当
す
る
不
法
で
あ
る
。

仮
に
四
十
六
票
が
無
効
と
し
て
、
そ
れ
が
す
べ
て
木
暮
票
か
ど
う
か
は
投
票
を
点
検
し
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
が
裁
判
所
は
点
検

せ
ず
、
理
由
も
示
さ
な
い
の
は
不
法
で
あ
る
。
第
五
に
、
戸
籍
は
町
村
長
の
職
務
で
あ
る
こ
と
は
戸
籍
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
の
た
め
他
町
村
の
町
村
長
は
生
死
を
知
り
得
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
東
村
民
の
死
亡
を
長
尾
村
村
長
助
役
の
証
明
書
に

よ
っ
て
判
断
し
た
の
は
不
法
で
あ
る
。

大
審
院
は
六
月
二
十
日
、
原
判
決
に
問
題
あ
り
と
し
て
差
し
戻
（
48
）

し
た
。
そ
の
た
め
、
再
度
東
京
控
訴
院
で
審
理
が
行
わ
れ
た
。

九
月
十
七
日
、
控
訴
院
は
木
暮
票
を
四
百
十
五
票
、
島
田
票
を
四
百
十
八
票
と
認
定
し
、
木
暮
の
当
選
を
無
効
と
し
、
訴
訟
費
用
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は
木
暮
が
負
担
す
る
こ
と
を
命
じ
る
判
決
を
下
し
、
再
び
島
田
が
勝
訴
し
た
。
判
決
文
に
よ
る
と
、
理
由
と
し
て
以
下
の
五
点
が

挙
げ
ら
れ
て
（
49
）

い
る
。
第
一
に
選
挙
人
名
簿
の
確
定
は
資
格
確
定
を
意
味
し
な
い
。
第
二
に
、
土
地
台
帳
は
明
治
九
年
の
地
券
台
帳

を
基
に
し
て
変
動
あ
る
ご
と
に
更
正
し
て
い
る
こ
と
は
群
馬
県
収
税
長
の
取
調
書
の
通
り
で
あ
り
、
こ
の
土
地
台
帳
に
も
と
づ
く

直
税
分
署
の
証
明
は
選
挙
人
の
納
税
額
を
証
明
し
て
い
る
。
木
暮
側
提
出
の
町
村
長
の
証
明
書
は
証
拠
と
な
ら
な
い
。
第
三
に
、

島
田
側
が
自
筆
で
は
な
い
か
ら
無
効
と
主
張
す
る
二
票
に
つ
い
て
木
暮
側
は
こ
れ
を
争
わ
な
い
か
ら
自
筆
と
認
め
ら
れ
な
い
。
自

筆
で
な
い
投
票
で
投
票
明
細
書
に
代
書
の
明
記
が
な
い
場
合
は
選
挙
法
三
十
九
条
に
よ
り
無
効
で
あ
る
。
島
田
側
が
無
効
と
主
張

す
る
五
十
六
票
の
う
ち
、
七
票
は
有
効
で
あ
る
が
、
納
税
額
不
足
の
四
十
五
人
、
死
亡
者
一
人
、
賭
博
犯
で
満
三
年
経
過
し
て
い

な
い
者
一
人
、
自
筆
で
な
い
者
二
人
の
合
計
四
十
九
票
は
無
効
で
あ
る
。
第
四
に
、
木
暮
側
は
共
有
地
の
地
租
負
担
の
割
合
は
直

税
分
署
の
証
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
割
合
も
土
地
台
帳
ま
た
は
付
属
帳
簿
に
記
入
さ
れ
て
い
る
。
帳
簿

に
よ
れ
ば
、
木
暮
側
が
特
別
の
割
合
で
負
担
し
た
と
主
張
す
る
四
人
の
う
ち
、
三
人
は
割
合
の
記
載
が
な
い
た
め
、
選
挙
法
施
行

規
則
五
条
に
よ
り
割
合
を
平
分
し
て
算
入
す
る
と
い
ず
れ
も
十
五
円
に
達
し
な
い
。
残
り
の
一
人
も
共
有
人
名
簿
に
記
載
が
な
い

た
め
共
有
地
の
所
有
者
と
認
め
ら
れ
な
い
。
他
に
共
有
地
を
有
す
る
と
主
張
す
る
二
人
も
帳
簿
に
よ
る
証
拠
は
な
く
認
め
ら
れ
な

い
。
第
五
に
、
木
暮
の
得
票
は
四
百
六
十
四
票
か
ら
四
十
九
票
を
除
い
て
四
百
十
五
票
、
島
田
の
得
票
は
四
百
二
十
二
票
か
ら
四

票
を
除
い
て
四
百
十
八
票
と
な
り
、
木
暮
よ
り
も
三
票
多
い
た
め
木
暮
の
当
選
を
無
効
と
す
る
。

木
暮
側
は
再
度
上
告
し
、
二
十
五
年
一
月
十
九
日
、
大
審
院
は
再
び
控
訴
院
判
決
を
破
棄
し
、
差
し
戻
し
が
妥
当
と
判
断
し
た

が
、
す
で
に
衆
議
院
が
二
十
四
年
末
に
解
散
と
な
っ
た
た
め
、
選
挙
法
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
訴
え
自
体
が
棄
却
さ
（
50
）

れ
た
。

大
審
院
は
、
投
票
が
自
筆
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
が
焦
点
と
な
っ
た
二
票
に
つ
い
て
、
木
暮
側
が
筆
跡
を
知
ら
な
い
と
答
え
た
こ

と
を
も
っ
て
事
実
を
争
っ
て
い
な
い
と
見
な
し
無
効
票
と
し
た
原
判
決
の
判
断
と
、
島
田
側
の
一
票
に
つ
い
て
原
判
決
が
有
効
無
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効
を
判
定
し
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
視
し
た
。
そ
の
上
で
大
審
院
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
不
知
の
陳
述
は
自
分
の
行
為
や
実
際

に
経
験
し
た
も
の
で
な
い
限
り
、
事
実
を
争
っ
て
い
る
と
み
な
す
民
事
訴
訟
法
百
十
一
条
の
（
51
）

規
定
に
原
判
決
が
違
反
し
て
い
る
と

認
定
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
帳
簿
に
よ
り
島
田
票
の
う
ち
五
人
に
納
税
資
格
が
な
い
と
い
う
証
拠
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

そ
の
う
ち
の
四
人
は
無
資
格
と
認
定
し
な
が
ら
、
残
り
一
人
に
つ
い
て
判
断
し
な
い
こ
と
は
判
決
の
要
点
に
理
由
を
付
さ
な
い
裁

判
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
判
決
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
前
者
の
認
定
に
よ
っ
て
木
暮
票
四
百
十
五
票
に
二
票
が
加
わ
る
可
能
性

と
、
後
者
の
認
定
に
よ
っ
て
島
田
票
四
百
十
八
票
か
ら
一
票
が
無
効
で
あ
れ
ば
減
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
両
者
四
百
十
七

票
で
同
数
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

木
暮
は
議
席
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
第
一
・
第
二
議
会
に
出
席
で
き
た
が
、
こ
の
訴
訟
騒
動
の
渦
中
に
い
た
た
め
、
選
挙
干
渉

で
知
ら
れ
る
第
二
回
総
選
挙
に
は
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
木
暮
は
「
本
区
も
不
幸
に
も
多
分
吏
領
と

化
し
去
り
候
義
、
天
下
政
友
ニ
対
し
面
目
無
之
、
深
く
慙
愧
い
た
し
候
」
と
自
身
の
選
挙
区
を
政
府
支
持
派
（
吏
党
）
に
奪
わ
れ

た
こ
と
を
仲
間
に
詫
び
て
（
52
）

い
る
。

以
上
述
べ
た
通
り
、
当
選
者
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
内
容
は
被
選
挙
権
年
齢
、
無
資
格
者
票
、
選
挙
長
の
不
当
決
定
に
関
す
る
も
の

で
あ
り
、
裁
く
裁
判
所
の
判
断
に
は
混
乱
が
み
ら
れ
た
。
特
に
、
当
選
無
効
を
判
決
し
た
際
に
、
正
当
な
当
選
者
を
認
定
し
な

か
っ
た
こ
と
は
、
当
選
者
の
認
定
方
法
に
課
題
を
残
し
た
。

第
三
章

衆
議
院
に
お
け
る
議
員
資
格
審
査

本
章
で
は
、
当
選
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
当
選
者
争
い
が
衆
議
院
で
議
員
資
格
審
査
の
要
求
と
し
て
出
さ
れ
た
後
、
ど
の
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よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。
特
に
衆
議
院
の
自
律
性
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
か
に
注
目
す
る
。

議
院
法
七
十
八
条
は
「
衆
議
院
に
於
て
議
員
の
資
格
に
付
異
議
を
生
し
た
る
と
き
は
特
に
委
員
を
設
け
時
日
を
期
し
之
を
審
査

せ
し
め
其
の
報
告
を
待
て
之
を
議
決
す
へ
し
」
と
あ
り
、
議
員
か
ら
異
議
が
出
た
場
合
に
資
格
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
規
定
と

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
が
当
選
訴
訟
の
裁
判
手
続
を
行
っ
た
こ
と
を
審
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
七
十
九
条
）。

議
員
は
資
格
が
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
ま
で
は
議
院
に
列
席
し
発
言
す
る
権
利
を
失
わ
ず
、
資
格
審
査
委
員
会
で
弁
明
は
で
き

る
が
表
決
に
は
加
わ
れ
な
い
（
同
八
十
条
）。「
議
院
法
説
明
」
に
よ
（
53
）

れ
ば
、
起
草
者
は
七
十
八
条
に
つ
い
て
、
当
選
訴
訟
を
裁
判

所
に
委
ね
る
方
法
を
と
り
、
議
院
の
資
格
審
査
を
必
要
と
し
な
い
が
、
議
院
内
に
お
い
て
資
格
に
正
当
な
ら
ず
、
も
し
く
は
失
格

者
で
あ
る
と
の
異
議
が
生
じ
た
場
合
に
は
特
に
資
格
審
査
委
員
を
選
び
審
査
す
る
と
説
明
し
て
お
り
、
裁
判
所
の
当
選
訴
訟
が
基

本
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
八
十
条
に
つ
い
て
、
当
選
の
当
否
や
資
格
の
有
無
に
つ
い
て
訴
訟
を
受
け
も
し

く
は
議
院
内
に
お
い
て
異
議
を
生
じ
る
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
選
の
当
否
と
議
員
資
格
は
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

明
治
二
十
三
年
十
一
月
に
始
ま
っ
た
第
一
議
会
に
お
い
て
、
議
員
資
格
に
関
す
る
異
議
が
二
件
呈
さ
（
54
）

れ
た
。
秋
田
一
区
の
二
田

是
儀
と
茨
城
四
区
の
赤
松
新
右
衛
門
の
事
案
で
あ
る
。
各
事
案
に
対
し
て
審
査
委
員
会
が
発
足
し
、
委
員
に
よ
る
審
査
が
行
わ
れ

た
（
以
下
、
二
田
に
対
す
る
議
員
資
格
審
査
委
員
会
を
二
田
委
員
会
、
同
じ
く
赤
松
に
対
す
る
も
の
を
赤
松
委
員
会
と
呼
ぶ
）。

（
1
）
二
田
是
儀
に
関
す
る
審
査

秋
田
一
区
は
開
票
の
結
果
、
二
田
是
儀
と
大
久
保
鐵
作
が
四
百
三
十
票
で
同
数
に
な
り
、
年
長
者
の
大
久
保
が
当
選
と
な
り
知

事
が
当
選
証
書
を
七
月
十
七
日
に
交
付
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
選
挙
長
に
よ
り
無
効
と
判
断
さ
れ
た
捺
印
さ
れ
て
い
な
い
二
田
票
六
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票
が
、
秋
田
始
審
裁
判
所
の
判
決
で
有
効
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
大
久
保
の
当
選
を
取
り
消
し
二
田
が
当
選
者
と

（
55
）

な
っ
た
。
さ
ら
に
選
挙
後
、
二
田
に
投
票
し
た
選
挙
人
九
人
が
収
賄
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
を

（
56
）

も
っ
て
、
九
票
を
無
効
と
判

断
す
べ
き
で
あ
り
、
議
員
が
正
当
の
選
挙
で
選
ば
れ
て
い
る
か
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
二
人
の
議
員
か
ら
議
員
資
格
に

異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
た
も
の
で
（
57
）

あ
る
。
二
田
は
こ
れ
に
対
し
て
、
衆
議
院
の
審
査
対
象
は
議
員
資
格
で
あ
っ
て
投
票
の
効
力
で

は
な
く
、
罪
に
問
わ
れ
た
者
の
投
票
で
あ
っ
て
も
直
ち
に
無
効
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
反
論
し
た
。

審
査
に
先
立
っ
て
、
委
員
会
は
、
衆
議
院
に
は
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
有
効
無
効
に
関
し
て
審
査
決
定
す
る
権
限
が
あ
る
の
か

と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
直
面
す
る
。
十
二
月
二
十
二
日
、
末
松
謙
澄
委
員
長
は
議
長
に
対
し
て
権
限
の
有
無
に
関
す
る
衆
議
院

の
決
定
を
求
（
58
）

め
た
。
そ
の
際
、
委
員
会
と
し
て
は
、
権
限
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

権
限
が
あ
る
と
す
る
意
見
の
論
拠
は
次
の
三
点
に
集
約
さ
（
59
）

れ
た
。
第
一
に
、
議
院
法
七
十
九
条
の
裁
判
所
に
お
い
て
当
選
訴
訟

の
裁
判
手
続
を
な
し
た
る
も
の
は
衆
議
院
に
お
い
て
同
一
事
件
に
つ
き
審
査
す
る
こ
と
を
得
ず
と
い
う
条
文
か
ら
、
当
選
訴
訟
を

提
起
し
て
い
な
い
場
合
は
衆
議
院
に
お
い
て
当
選
に
つ
い
て
審
査
す
る
権
限
が
あ
る
。
第
二
に
、
議
院
法
七
十
八
条
に
い
う
議
員

の
資
格
は
、
同
七
十
七
条
に
い
う
被
選
資
格
と
は
別
物
で
あ
り
、
議
員
と
な
る
ま
で
に
必
要
な
一
切
の
条
件
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
選
挙
手
続
き
、
投
票
の
有
効
無
効
も
審
査
対
象
と
な
り
う
る
。
第
三
に
、
議
院
は
議
員
の
徳
義
を
監
督
す
る
権
限
が

あ
る
か
ら
、
議
員
の
徳
義
に
関
す
る
事
項
も
資
格
と
し
て
審
査
で
き
る
。

一
方
、
権
限
が
な
い
と
す
る
意
見
の
論
拠
と
し
て
は
次
の
九
点
が
挙
げ
ら
（
60
）

れ
た
。
第
一
に
、
議
員
の
資
格
と
は
ク
オ
リ
フ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
議
員
の
具
え
る
べ
き
必
要
条
件
を
い
う
の
で
あ
り
、
議
員
選
挙
の
手
続
き
は
含
ま
な
い
。
第
二
に
、
選

挙
の
手
続
き
に
関
し
て
は
選
挙
法
の
規
定
に
よ
り
始
審
裁
判
所
あ
る
い
は
控
訴
院
に
判
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
司
法
権

に
属
す
る
。
第
三
に
、
投
票
の
有
効
無
効
を
審
査
す
る
際
に
は
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
人
民
を
召
喚
し
た
り
、
議
員
を
派
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出
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
議
院
法
七
十
三
条
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
議
院
は
し
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
衆
議

院
は
議
員
資
格
を
審
査
す
る
権
限
は
あ
る
が
投
票
の
有
効
無
効
を
審
査
す
る
権
限
は
な
い
。
第
四
に
、
貴
族
院
令
九
条
は
、
貴
族

院
は
そ
の
議
員
の
資
格
及
び
選
挙
に
関
す
る
争
訟
を
判
決
す
る
と
規
定
し
、
議
員
の
資
格
と
選
挙
を
区
別
し
て
い
る
。
議
院
法
七

十
八
条
は
衆
議
院
に
お
い
て
議
員
の
資
格
と
し
か
述
べ
て
お
ら
ず
、
選
挙
の
こ
と
を
判
定
す
る
権
限
を
も
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
第
五
に
、
衆
議
院
に
選
挙
手
続
き
に
関
す
る
判
定
権
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
貴
族
院
議
員
資
格
及
選
挙
争
訟
判
決
規
則
の

よ
う
な
規
定
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
存
在
し
な
い
こ
と
は
権
限
が
な
い
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。
第
六
に
、
選
挙
法
七
十
八
条

は
当
選
訴
訟
提
起
の
期
限
を
当
選
人
の
姓
名
告
示
日
よ
り
三
十
日
以
内
と
制
限
し
て
い
る
。
も
し
選
挙
の
有
効
無
効
を
衆
議
院
が

資
格
審
査
と
し
て
判
定
で
き
る
と
な
れ
ば
、
異
議
申
し
立
て
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
当
選
の
有
効
無
効
を
判
定
で
き
る
こ
と
に
な

る
。
同
条
文
が
有
効
に
な
る
解
釈
を
す
る
な
ら
ば
権
限
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
第
七
に
、
憲
法
、
議
院
法
、
選
挙
法
の
規
定
か

ら
解
釈
す
れ
ば
、
選
挙
の
手
続
き
を
履
行
す
る
の
は
行
政
部
、
選
挙
手
続
き
の
有
効
無
効
を
判
決
す
る
の
は
司
法
部
、
正
当
な
手

続
き
を
履
み
議
員
と
な
っ
た
後
に
議
員
資
格
、
す
な
わ
ち
身
分
を
具
備
す
る
か
ど
う
か
は
立
法
部
に
区
分
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
投

票
の
有
効
無
効
の
判
決
は
司
法
部
に
属
す
る
。
第
八
に
、
選
挙
の
手
続
き
に
関
し
て
議
院
と
裁
判
所
の
判
断
が
抵
触
す
る
場
合
の

規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
裁
判
所
に
権
限
が
あ
る
な
ら
ば
、
衆
議
院
に
は
権
限
が
な
い
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
第
九

に
、
投
票
の
有
効
無
効
は
、
議
員
の
権
利
の
み
な
ら
ず
、
投
票
し
た
選
挙
人
の
選
挙
権
に
も
関
係
す
る
。
も
し
衆
議
院
に
投
票
の

有
効
無
効
を
判
定
す
る
権
限
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
衆
議
院
は
議
院
の
外
に
お
い
て
選
挙
人
の
権
利
に
つ
い
て
裁
判
権
を
有
し
、
そ

の
権
利
に
影
響
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。

結
局
、
十
二
月
二
十
五
日
、
衆
議
院
の
決
定
は
得
ら
れ
な
い
ま
ま
委
員
会
は
二
田
に
対
す
る
異
議
の
申
し
立
て
に
つ
い
て
、

「
議
員
の
資
格
に
関
せ
さ
る
も
の
」
と
し
て
議
院
法
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
審
査
す
べ
き
で
な
い
と
決
定
（
61
）

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
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衆
議
院
の
議
員
資
格
審
査
は
、
選
挙
に
関
す
る
投
票
の
有
効
無
効
に
は
及
ば
な
い
こ
と
が
確
立
し
た
。
こ
れ
は
起
草
者
の
意
図
を

そ
の
よ
う
に
判
断
し
、
ま
た
、
司
法
権
に
対
す
る
侵
害
と
な
る
恐
れ
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
二
月
二
十
八

日
、
本
会
議
に
お
い
て
二
田
委
員
会
の
審
査
結
果
が
報
告
さ
れ
、
討
論
が
行
わ
（
62
）

れ
た
。
議
員
か
ら
は
、
議
院
法
七
十
七
条
に
被
選

資
格
と
あ
り
、
七
十
八
条
に
議
員
資
格
と
あ
る
か
ら
、
議
員
資
格
は
被
選
資
格
と
同
一
で
は
な
く
、
投
票
に
関
し
て
も
審
査
で
き

る
と
い
う
反
対
意
見
や
、
裁
判
所
は
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
裁
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
提
訴
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
は
資
格
審
査
で
調
査

で
き
る
と
い
う
反
対
意
見
が
出
さ
れ
た
。
結
局
無
記
名
投
票
の
結
果
、
賛
成
百
二
十
八
、
反
対
六
十
四
で
可
決
さ
れ
た
。

（
2
）
赤
松
新
右
衛
門
に
関
す
る
審
査
と
そ
の
後

赤
松
委
員
会
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
後
の
経
緯
に
つ

い
て
扱
う
。

赤
松
委
員
会
は
、
十
二
月
十
一
日
、
岡
山
兼
吉
を
委
員
長
と
し
て
発
足
（
63
）

し
た
。
二
十
日
、
赤
松
の
答
弁
書
を
議
長
か
ら
下
付
さ

れ
、
二
十
三
日
の
委
員
会
で
は
二
田
委
員
会
と
性
質
が
似
て
い
る
た
め
同
委
員
会
か
ら
衆
議
院
に
要
求
し
た
一
件
の
決
定
を
待
っ

て
審
査
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
二
十
五
日
の
赤
松
委
員
会
に
お
い
て
、
二
田
委
員
会
と
同
様
に
審
査
事
項
は
議
員
の
資
格
に
関
す

る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
、
審
査
を
終
え
た
。

そ
も
そ
も
三
人
の
議
員
が
異
議
を
申
し
立
て
た
の
は
、
当
選
訴
訟
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
当
選
者
の
当
選
は
無
効
に
な
ら
な
い
か

ら
、
当
選
訴
訟
を
申
し
立
て
て
い
な
い
赤
松
は
当
選
者
に
な
る
資
格
が
な
い
と
い
う
主
張
で

（
64
）

あ
っ
た
。
赤
松
は
、
知
事
が
森
の
当

選
証
書
を
取
り
消
し
た
こ
と
で
当
選
者
の
資
格
は
消
滅
し
た
か
ら
当
選
訴
訟
を
起
こ
す
必
要
は
な
く
な
っ
た
と
判
断
し
て
提
訴
し

な
か
っ
た
と
説
明
し
た
。
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委
員
会
は
、
論
点
を
三
点
挙
（
65
）

げ
た
。
第
一
に
行
政
官
が
一
旦
当
選
確
定
の
告
示
を
し
て
当
選
証
書
を
付
与
し
た
後
に
、
他
に
高

点
者
あ
り
と
し
て
処
分
を
取
り
消
す
権
限
が
あ
る
か
否
か
。
第
二
に
東
京
控
訴
院
に
お
い
て
内
閣
の
裁
可
を
経
ず
に
茨
城
県
知
事

の
当
選
取
消
処
分
を
不
当
に
あ
ら
ず
と
裁
判
し
た
の
は
正
当
か
否
か
。
第
三
に
知
事
の
当
選
取
消
処
分
と
東
京
控
訴
院
判
決
に

よ
っ
て
処
分
が
正
当
と
認
め
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
森
が
当
選
証
書
を
保
有
し
て
い
る
以
上
は
当
選
訴
訟
で
取
り
消
さ
な
け
れ

ば
当
選
者
と
認
め
る
べ
き
か
否
か
。
委
員
会
の
見
解
は
、
第
一
、
第
二
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
当
選
手
続
に
つ
い
て
行
政
官
が

行
っ
た
処
分
と
、
司
法
官
の
裁
判
の
正
当
性
を
争
う
も
の
、
第
三
の
論
点
に
つ
い
て
は
行
政
司
法
の
処
分
に
よ
り
当
選
の
効
力
を

論
じ
て
い
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
議
員
の
具
え
る
べ
き
必
要
の
条
件
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し

た
。
そ
の
上
で
、
も
し
三
つ
の
論
点
を
扱
え
ば
、
行
政
官
の
処
分
、
司
法
官
の
裁
判
に
対
す
る
効
力
を
左
右
し
て
し
ま
い
「
三
権

分
立
の
精
神
に
背
反
す
る
に
至
る
」
と
の
見
解
を
示
し
た
。
こ
の
点
で
は
、
三
権
分
立
の
観
点
か
ら
議
院
の
自
律
性
よ
り
も
他
の

二
権
へ
の
侵
害
を
避
け
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
月
二
十
八
日
、
二
田
委
員
会
の
審
査
報
告
が
可
決
さ
れ
た
後
、
赤
松
委
員
会
の
審
査
が
報
告
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
討
論
前
に

討
論
終
結
動
議
が
出
さ
れ
、
起
立
に
よ
っ
て
賛
成
多
数
と
な
り
可
決
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
審
査
は
衆
議
院
の
議
決
を
得
る
こ
と

と
な
り
、
赤
松
の
議
席
は
維
持
さ
れ
た
。

以
上
の
通
り
、
茨
城
四
区
の
事
例
は
当
選
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
な
く
議
員
が
交
代
し
た
が
、
二
年
後
の
第
二
回
総
選
挙
に

お
い
て
同
様
の
事
例
が
発
生
し
た
こ
と
で
、
そ
の
点
が
議
会
に
お
い
て
議
論
と

（
66
）

な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
富
山
四
区
に
お
い
て
選

挙
人
が
提
起
し
た
投
票
効
力
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
結
果
、
富
山
地
方
裁
判
所
は
無
効
票
の
う
ち
六
十
九
票
に
つ
い
て
落
選
し
た
島
田

孝
之
の
得
票
と
認
定
す
る
判
決
を
下
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
第
三
議
会
（
二
十
五
年
五
月
九
日
）
に
お
い
て
、
三
人
の
議
員
が

副
島
種
臣
内
務
大
臣
に
対
し
、
茨
城
四
区
の
前
例
に
倣
い
た
だ
ち
に
武
部
其
文
の
当
選
を
取
消
し
、
島
田
の
当
選
証
書
を
発
行
す
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る
こ
と
を
求
め
る
質
問
書
を
提
出
し
た
の
で
（
67
）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
五
月
二
十
五
日
、
副
島
内
相
は
答
弁
書
を
提
出
し
、
前
例

と
の
矛
盾
に
関
し
て
は
、「
事
実
な
り
と
雖
も
此
処
分
は
本
大
臣
の
指
令
に
基
き
た
る
も
の
に
非
ず
。
且
行
政
上
允
当
な
ら
す
と

認
め
た
る
を
以
て
今
此
例
に
依
準
せ
ず
」
と
、
そ
の
処
置
が
不
適
切
で
あ
っ
た
た
め
前
例
と
し
て
依
拠
せ
ず
、
富
山
県
知
事
に
対

し
て
当
選
状
の
書
き
換
え
を
命
令
す
る
必
要
は
な
い
と
結
論
づ
（
68
）

け
た
。

以
上
述
べ
た
茨
城
四
区
の
事
例
に
は
、
三
点
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
第
一
に
、
当
選
訴
訟
の
提
起
が
な
か
っ
た
点
、
第
二

に
、
選
挙
法
五
十
二
条
お
よ
び
選
挙
法
施
行
規
則
二
十
九
条
に
も
と
づ
く
投
票
の
効
力
を
争
う
訴
訟
の
み
で
当
選
無
効
と
正
当
な

当
選
者
が
決
定
さ
れ
た
点
、
第
三
に
、
被
告
で
あ
る
選
挙
長
に
上
告
の
権
利
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
一
審
判
決
の
み
で
決
定
し
た

点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
第
三
議
会
に
お
い
て
議
員
の
質
問
へ
の
回
答
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
内
務
大
臣
が
不
適
切
な
措
置

だ
っ
た
こ
と
を
認
め
先
例
と
し
な
い
こ
と
を
明
言
し
た
。
そ
の
点
で
当
選
を
取
り
消
さ
れ
た
森
隆
介
の
主
張
は
妥
当
な
も
の
で
あ

り
、
少
な
く
と
も
当
選
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
す
る
ま
で
は
衆
議
院
へ
の
出
席
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

第
四
章

議
員
逮
捕
事
件
と
不
逮
捕
特
権

本
章
で
は
、
議
員
逮
捕
事
件
に
つ
い
て
経
緯
を
た
ど
っ
た
上
で
、
衆
議
院
の
決
議
と
そ
れ
に
対
す
る
司
法
大
臣
の
覆
牒
、
法
制

局
や
外
国
人
顧
問
の
議
論
を
ま
と
め
た
い
。

（
1
）
事
件
の
経
緯

東
京
府
第
十
区
で
当
選
し
た
森
時
之
助
は
、
十
六
年
か
ら
二
十
三
年
一
月
ま
で
第
六
十
銀
行
頭
取
を
務
め
て
い
た
。
二
十
三
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年
、
同
行
は
営
業
の
継
続
が
困
難
と
な
っ
た
。
株
主
の
調
査
委
員
会
が
行
内
の
財
産
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
七
万
円
の
使
途
不
明

金
が
見
つ
か
り
、
そ
の
う
ち
五
万
円
は
森
前
頭
取
の
責
任
に
よ
る
も
の
と
判
明
し
た
。
森
は
一
度
は
三
万
円
を
弁
償
す
る
こ
と
を

表
明
す
る
が
、
前
言
を
翻
し
支
払
い
を
拒
絶
し
た
た
め
、
株
主
が
訴
訟
を
準
備
し
始
め
た
。
六
月
三
十
日
、
森
は
委
託
金
費
消
の

疑
い
で
告
訴
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
選
挙
を
迎
え
な
が
ら
も
、
森
は
当
選
し
た
。
七
月
四
日
に
は
東
京
軽
罪
裁
判
所
か
ら

予
審
判
事
が
森
宅
を
家
宅
捜
索
に
（
69
）

訪
れ
、
森
は
拘
引
さ
れ
た
。
以
後
、
予
審
の
審
問
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
有
権
者
か
ら
は
辞

職
を
促
す
声
が
出
始
め
、
補
欠
選
挙
に
出
馬
す
る
者
の
噂
ま
で
報
じ
ら
れ
る
。
十
月
二
十
二
日
に
予
審
が
終
結
し
、
森
は
刑
法
三

百
九
十
五
条
（
委
託
金
費
消
）
に
該
当
す
る
軽
罪
と
判
断
さ
れ
、
警
視
庁
か
ら
東
京
軽
罪
裁
判
所
に
移
さ
れ
た
。
第
一
議
会
開
会

が
近
づ
く
と
、
刑
事
被
告
人
と
し
て
議
会
に
出
ら
れ
な
い
森
に
対
す
る
有
権
者
の
批
判
が
強
ま
り
、
十
一
月
二
十
三
日
に
は
集
会

を
開
き
、
森
へ
の
辞
職
勧
告
を
各
方
面
に
請
願
す
る
こ
と
が
決

（
70
）

ま
っ
た
。

十
二
月
三
日
、
東
京
地
方
裁
判
所
で
初
公
判
が
開
か
れ
た
。
起
訴
状
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
二
十
二
年
七
月
に
山
形
支
店
に
出
張

し
た
際
に
六
百
円
を
受
け
取
り
、
自
己
の
た
め
に
消
費
し
費
目
を
地
所
建
物
代
価
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
、
第
二
に
第
七
十
二
国
立

銀
行
を
森
の
名
義
で
買
収
す
る
際
に
、
同
行
利
益
二
千
五
百
三
十
円
を
費
消
し
た
こ
と
、
第
三
に
二
十
年
七
月
に
福
島
に
出
張
し

た
際
に
若
松
支
店
支
配
人
か
ら
交
際
費
と
し
て
六
百
円
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
起
訴
事
実
で

（
71
）

あ
っ
た
。
五
日
、
東
京
地
裁
は
森
に

対
し
て
委
託
金
費
消
罪
の
証
拠
充
分
と
判
断
し
、
森
を
重
禁
錮
一
年
に
処
し
、
費
消
し
た
三
千
百
三
十
円
は
第
六
十
銀
行
に
弁
償

し
、
私
訴
に
対
す
る
訴
訟
費
用
も
負
担
す
る
よ
う
判
決
を
下
（
72
）

し
た
。
森
は
同
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
。

翌
二
十
四
年
一
月
二
十
二
日
、
東
京
控
訴
院
で
初
公
判
が
開
か
れ
、
翌
日
、
公
判
が
終
結
し
た
。
二
十
七
日
、
控
訴
院
は
森
に

対
し
て
重
禁
錮
一
年
三
ヵ
月
、
罰
金
三
十
円
、
監
視
六
ヵ
月
を
付
加
す
る
判
決
を
下
し
、
森
は
不
服
と
し
て
上
告
し
た
。
二
月
十

二
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
保
釈
さ
れ
自
宅
に
戻
っ
た
森
は
、
衆
議
院
に
対
し
て
十
六
日
に
帰
宅
届
、
十
七
日
に
二
週
間
の
請
暇
願
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を
提
出
（
73
）

し
た
。
結
局
、
二
十
七
日
、
森
は
衆
議
院
に
辞
職
願
を
提
出
し
、
賛
成
多
数
で
許
可
さ
れ
た
。
三
月
十
日
、
大
審
院
に
て

公
判
が
開
か
れ
、
森
側
は
期
満
免
除
を
主
張
し
、
無
罪
を
求
め
た
。
大
審
院
は
原
判
決
を
破
棄
し
、
名
古
屋
控
訴
院
に
移
送
し

た
。
五
月
二
十
三
日
、
同
控
訴
院
は
重
禁
錮
八
ヵ
月
の
判
決
を
下
し
た
。
理
由
と
し
て
、
第
一
に
若
松
支
店
の
六
百
円
費
消
に
つ

い
て
は
、
自
己
の
費
消
を
銀
行
用
と
偽
っ
て
出
さ
せ
た
の
は
詐
欺
取
財
だ
が
、
費
消
の
行
為
を
要
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
罪
は
六
百
円
を
取
り
出
さ
せ
た
二
十
年
六
月
二
十
九
日
に
成
立
し
、
告
訴
は
二
十
三
年
六
月
三
十
日
で
あ
る
か
ら
既
に
軽
罪
公

訴
の
時
期
を
経
過
し
て
い
る
た
め
免
訴
と
判
断
し
た
。
第
二
に
七
十
二
銀
行
へ
の
三
千
百
三
十
円
費
消
は
委
託
金
費
消
罪
に
つ
き

重
禁
錮
八
ヵ
月
と
し
た
。
損
害
要
償
の
う
ち
六
百
円
を
時
効
で
除
い
た
残
り
の
二
千
五
百
三
十
円
の
賠
償
を
命
じ
、
私
訴
費
用
の

う
ち
四
分
の
三
を
負
担
す
る
こ
と
を
命
（
74
）

じ
た
。
同
判
決
の
第
一
に
つ
い
て
は
検
察
側
、
第
二
に
つ
い
て
は
森
側
が
不
服
と
し
て
上

告
し
た
。

十
月
一
日
、
大
審
院
で
公
判
が
開
か
れ
、
五
日
、
大
審
院
は
第
一
の
行
為
に
つ
い
て
検
察
側
主
張
を
認
め
、
委
託
金
費
消
罪
は

「
金
額
を
被
告
の
手
裏
に
領
収
し
其
目
的
を
遂
け
た
る
時
に
於
て
成
立
す
る
」
と
し
て
時
効
は
認
め
ず
、
原
判
決
は
擬
律
の
錯
誤

に
よ
る
違
法
の
判
決
と
し
た
。
第
二
の
行
為
に
つ
い
て
は
森
側
代
理
人
の
主
張
を
全
て
退
け
、
結
局
、
二
罪
倶
発
で
重
い
方
の
第

一
の
罪
に
よ
り
、
重
禁
錮
一
年
、
罰
金
二
十
円
、
監
視
六
ヵ
月
の
判
決
を
下
（
75
）

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
連
の
訴
訟
は
終
結
し
、
森

は
再
度
留
置
場
に
拘
留
さ
れ
る
こ
と
と

（
76
）

な
っ
た
。

（
2
）
不
逮
捕
特
権
を
め
ぐ
る
議
論

憲
法
五
十
三
条
は
「
両
議
院
の
議
員
は
現
行
犯
罪
又
は
内
乱
外
患
に
関
る
罪
を
除
く
外
会
期
中
其
の
院
の
許
諾
な
く
し
て
逮
捕

せ
ら
る
る
こ
と
な
し
」
と
不
逮
捕
特
権
を
定
め
て
い
た
。
ま
た
、
選
挙
法
十
七
条
は
「
刑
事
の
訴
を
受
け
拘
留
又
は
保
釈
中
に
在
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る
者
は
裁
判
確
定
に
至
る
ま
て
選
挙
権
を
行
ふ
こ
と
を
得
す
及
被
選
人
た
る
こ
と
を
得
す
」
と
し
て
選
挙
前
に
拘
留
さ
れ
て
い
る

者
の
被
選
挙
権
を
剥
奪
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
選
挙
後
、
当
選
者
が
会
期
前
に
逮
捕
さ
れ
、
会
期
中
拘
留
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ

い
て
は
憲
法
や
法
律
で
明
文
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法
の
盲
点
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
複
数
の
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
議

論
の
結
果
に
よ
っ
て
取
り
扱
い
が
左
右
さ
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
。

当
時
の
議
論
は
三
種
類
の
説
が

（
77
）

あ
っ
た
。
甲
説
は
、
不
逮
捕
特
権
は
議
院
不
可
侵
権
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
司
法
官

が
会
期
に
際
し
て
既
に
逮
捕
し
た
議
員
を
解
放
し
な
い
の
は
議
院
不
可
侵
権
の
侵
害
で
あ
る
と
す
る
。
乙
説
は
、
議
院
の
特
権
は

絶
対
的
で
は
な
く
、
開
会
後
政
府
に
対
し
て
既
に
逮
捕
し
た
議
員
の
解
放
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
政
府
は
議
員
の
要
求
な

し
に
司
法
処
分
を
中
止
す
る
義
務
は
な
い
と
す
る
。
丙
説
は
、
議
員
及
び
議
院
の
特
権
は
法
律
の
明
文
で
付
与
し
た
範
囲
内
に
限

定
さ
れ
、
憲
法
は
会
期
外
に
逮
捕
す
る
こ
と
や
既
に
逮
捕
し
た
議
員
を
解
放
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
て
い
な
い
か
ら
議
院
は
解
放

を
要
求
す
る
権
利
を
も
た
な
い
と
す
る
。
法
制
局
の
解
説
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
甲
説
は
英
国
や
仏
国
の
不
可
侵
説
を
論
拠
と

し
て
主
権
は
議
会
に
あ
る
と
い
う
主
義
に
立
っ
て
お
り
、
日
本
の
憲
法
は
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
主
義
を
採
用
し
て
い
（
78
）

な
い
。
乙
説

は
ド
イ
ツ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
行
わ
れ
る
議
論
で
最
も
事
理
に
適
し
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
こ
の
三
ヵ
国
は
い
ず

れ
も
乙
説
を
憲
法
に
明
文
化
し
て
い
る
。
日
本
の
憲
法
に
は
そ
の
よ
う
な
明
文
は
存
在
し
な
い
た
め
、
こ
の
件
は
憲
法
上
の
問
題

で
は
な
く
「
政
略
上
の
問
題
」
で
あ
り
、
政
府
の
取
る
決
定
は
将
来
に
わ
た
っ
て
憲
法
上
の
慣
例
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
本
件
に
関
す
る
外
国
人
顧
問
二
名
の
回
答
を
取
り
上
げ
る
。
ロ
エ
ス
レ
ル
（
リ
ヨ
ー
ス
レ
ル
）
は
次
の
よ
う
に
答

（
79
）

え
た
。
五
十
三
条
の
目
的
は
政
府
の
好
ま
し
か
ら
ざ
る
議
員
に
対
し
て
権
謀
的
な
審
問
を
行
う
こ
と
を
防
ぎ
、
議
員
に
政
府
の
命

令
に
対
し
て
憲
法
上
の
権
利
を
独
立
に
使
用
す
る
こ
と
を
保
全
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
開
会
の
際
に
現
存
す
る
審
問
逮

捕
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
目
的
を
十
分
果
た
せ
な
い
。
し
か
し
私
の
考
え
で
は
議
会
は
開
会
の
際
に
既
に
施
行
し
た
逮
捕
を
中
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止
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
五
十
三
条
は
特
権
も
し
く
は
例
外
法
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例

外
法
は
明
言
す
る
と
こ
ろ
か
ら
離
れ
た
推
論
は
で
き
な
い
の
は
法
律
上
の
原
則
で
あ
る
。
第
二
に
、
法
律
の
使
用
上
、
司
法
の
独

立
権
に
干
渉
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
司
法
権
の
独
立
は
権
謀
に
よ
る
異
議
の
た
め
議
員
を
保
護
す
る
よ
り
も
国
家
の
利
益
を

安
全
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
回
答
は
以
下
の
通
り
で
あ
（
80
）

っ
た
。
五
十
三
条
は
議
員
逮
捕
に
至
当
の
理
由
な
く
濫
妄
の
訴
追
を
行
い
そ
の
職

務
を
妨
害
す
る
弊
害
を
防
ぐ
た
め
の
規
定
で
あ
る
。
現
行
犯
を
除
い
て
い
る
の
は
至
当
の
理
由
な
き
恐
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら

で
あ
る
。
も
し
会
期
前
に
逮
捕
さ
れ
五
十
三
条
中
の
除
外
項
目
に
相
当
し
な
い
者
が
い
れ
ば
、
政
府
は
そ
の
逮
捕
を
存
続
す
る
こ

と
を
請
求
す
る
義
務
が
あ
る
。
翻
訳
者
の
注
に
よ
れ
ば
、
政
府
に
こ
の
義
務
が
あ
る
ゆ
え
に
議
会
に
は
釈
放
を
要
求
す
る
権
利
が

あ
る
。
先
の
論
点
整
理
で
い
え
ば
、
ロ
エ
ス
レ
ル
は
丙
説
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
乙
説
で
あ
る
。

『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
、
社
説
で
衆
議
院
の
対
応
を
批
判
（
81
）

し
た
。
憲
法
五
十
三
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
憲
法
は
会
期
中
と
限

定
し
て
お
り
、
逮
捕
と
拘
留
は
異
な
る
と
の
立
場
を
取
る
。
そ
の
た
め
、
会
期
前
に
司
法
官
が
刑
事
訴
訟
法
に
従
っ
て
逮
捕
す
る

の
は
正
当
な
手
続
で
あ
り
、
会
期
が
来
た
か
ら
と
中
止
し
放
免
す
る
の
は
司
法
権
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
議
員
の
会
期
中
の

不
逮
捕
特
権
は
例
外
特
権
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
狭
く
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
会
期
前
に
行
政
府
が
議
員
を
逮
捕
拘
留
す
る
議
論
は

取
る
に
足
ら
ず
、
司
法
権
は
独
立
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
同
社
説
は
全
体
と
し
て
論
点
整
理
の
丙
説
に
近
く
、
司
法
官
僚
の
論
理

に
立
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

（
3
）
衆
議
院
決
議
と
司
法
大
臣
の
覆
牒
問
題

衆
議
院
で
は
、
召
集
日
の
十
一
月
二
十
五
日
の
議
長
副
議
長
選
挙
会
に
お
い
て
、
末
松
（
光
妙
寺
）
三
郎
が
議
員
の
権
利
に
関
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す
る
発
言
を
求
め
た
が
、
仮
議
長
を
務
め
る
曽
根
荒
助
書
記
官
長
に
阻
止
さ
れ
、
そ
の
後
、
井
上
角
五
郎
も
森
の
逮
捕
に
関
す
る

件
を
議
長
選
挙
の
前
に
議
論
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
選
挙
会
に
直
接
関
係
し
な
い
と
し
て
反
対
多
数
で
否
決
さ
（
82
）

れ
た
。
十
二
月

マ

マ

四
日
、
末
松
か
ら
動
議
が
出
さ
れ
、
森
の
処
遇
を
め
ぐ
る
議
論
が
始
ま
る
。
動
議
は
「
衆
議
院
議
員
に
し
て
開
期
前
に
逮
捕
せ
ら

れ
開
会
後
尚
拘
留
中
の
者
は
衆
議
院
の
許
可
あ
る
に
非
さ
れ
は
引
続
き
拘
留
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
い
う
内
容
で

（
83
）

あ
っ
た
。
末
松

は
こ
の
問
題
を
「
議
会
の
権
利
に
関
係
を
有
す
る
」
問
題
と
と
ら
え
、
開
会
前
の
逮
捕
は
正
当
で
あ
っ
て
も
、
開
会
後
も
拘
留
を

続
け
る
こ
と
は
議
会
の
独
立
を
保
つ
た
め
に
特
権
を
認
め
た
憲
法
五
十
三
条
の
精
神
に
適
合
す
る
の
か
疑
問
視
し
、
こ
れ
を
許
す

と
行
政
権
を
濫
用
し
て
開
会
前
に
議
員
を
逮
捕
し
、
開
会
後
も
拘
留
を
続
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
危
険
性
を
指
摘
し
た
。
そ
し

て
、
特
別
の
法
律
を
つ
く
る
こ
と
な
く
、
衆
議
院
限
り
の
憲
法
解
釈
に
よ
り
決
定
を
な
す
こ
と
、
衆
議
院
が
拘
留
の
継
続
を
認
め

な
い
場
合
は
議
長
が
司
法
大
臣
に
拘
留
解
除
を
通
知
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
討
論
が
な
さ
れ
、
結
局
、
末
松
の
動
議
は
賛
成
多
数

で
可
決
さ
れ
、
衆
議
院
の
決
議
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
末
広
重
恭
か
ら
、
議
長
の
指
名
に
よ
る
特
別
委
員
九
名
選
出
の
動
議
が
出

さ
れ
可
決
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
森
の
逮
捕
に
関
す
る
特
別
委
員
が
九
名
選
出
さ
（
84
）

れ
た
。

十
二
月
五
日
、
特
別
委
員
会
（
末
松
委
員
長
）
は
、「
議
員
逮
捕
の
事
件
に
関
す
る
本
院
本
日
の
決
議
を
議
長
よ
り
司
法
大
臣

マ
マえ
通
知
す
る
こ
と
」
と
「
本
事
件
に
付
司
法
大
臣
の
照
会
あ
れ
は
拘
留
を
許
諾
す
へ
き
も
の
と
認
定
す
」
の
二
項
目
を
決
議
し
、

本
会
議
で
議
員
に

（
85
）

諮
っ
た
。
そ
の
際
、
議
長
は
山
田
顕
義
司
法
大
臣
か
ら
森
有
罪
の
東
京
地
裁
判
決
の
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
を
報

告
し
た
。
議
長
が
司
法
大
臣
か
ら
十
一
月
二
十
四
日
に
も
書
記
官
長
に
通
知
が
あ
っ
（
86
）

た
旨
も
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
植
木
枝
盛
が
壇

上
で
憤
り
「
書
記
官
長
は
何
故
今
日
迄
隠
匿
し
置
き
し
か
請
ふ
議
長
に
於
て
其
原
因
を
取
調
あ
り
た
し
」
と
叫
び
、
井
上
角
五
郎

も
衆
議
院
に
よ
る
拘
留
許
諾
の
件
を
議
論
し
て
い
る
最
中
に
判
決
を
通
知
し
て
き
た
「
司
法
大
臣
の
処
置
は
不
当
な
り
」
と
発
言

し
、
二
十
四
日
の
通
知
を
そ
の
ま
ま
に
し
た
こ
と
の
理
由
を
議
長
に
尋
ね
、
司
法
大
臣
を
呼
ん
で
判
決
は
予
審
か
終
審
か
、
上
告
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で
き
る
の
か
に
つ
い
て
答
弁
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
議
長
は
休
憩
を
命
（
87
）

じ
た
。
審
議
の
結
果
、
委
員
会
報
告
の
第
二
項
は
削

除
す
る
こ
と
に
決

（
88
）

ま
っ
た
。
議
長
は
衆
議
院
の
決
議
を
司
法
大
臣
に
通
知
し
た
。

翌
六
日
、
衆
議
院
決
議
を
受
け
て
、
司
法
大
臣
は
以
下
の
内
容
を
議
長
に
通
知
（
89
）

し
た
。

本
大
臣
は
憲
法
明
文
の
命
ず
る
所
に
従
ひ
司
法
権
の
施
行
を
為
さ
し
む
る
の
外
既
に
着
手
し
た
る
刑
事
訴
訟
を
停
止
せ
し
む

る
の
権
を
有
せ
ず
従
て
他
の
権
勢
の
諾
否
に
因
り
司
法
権
の
必
要
な
る
処
分
を
張
弛
せ
し
む
る
こ
と
能
は
ず
故
に
議
会
の
議

決
に
対
し
て
何
等
の
関
係
を
も
有
す
る
こ
と
な
し

司
法
大
臣
は
刑
事
訴
訟
を
停
止
す
る
権
限
を
持
た
な
い
こ
と
、
衆
議
院
の
許
諾
の
有
無
に
よ
っ
て
司
法
権
の
処
分
を
変
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
衆
議
院
の
拘
留
継
続
許
諾
の
権
限
を
否
定
し
た
。

こ
の
覆
牒
を
受
け
て
、
九
日
、
島
田
三
郎
は
「
司
法
官
の
覆
牒
に
対
し
本
議
院
の
目
的
を
定
め
其
利
益
を
後
来
に
確
保
し
議
員

身
体
の
自
由
を
安
全
に
せ
ん
が
為
め
に
九
名
の
委
員
を
選
挙
す
る
件
」
と
の
動
議
を
提
出
（
90
）

し
た
。
島
田
は
こ
の
問
題
は
「
長
く
此

の
議
会
に
実
例
を
与
へ
、
議
員
の
権
利
利
益
に
消
長
を
生
ず
る
」
と
と
ら
え
、
焦
点
は
「
衆
議
院
及
ひ
司
法
大
臣
の
権
力
の
整
頓

に
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
憲
法
五
十
三
条
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
衆
議
院
は
憲
法
の
精
神
を
重
視
し
、
逮
捕
の
文
字
は

一
時
の
逮
捕
に
と
ど
ま
ら
ず
拘
留
を
含
む
と
広
く
解
釈
す
る
の
に
対
し
て
、
司
法
大
臣
は
憲
法
の
明
文
を
重
視
し
、
逮
捕
を
狭
く

解
釈
し
両
者
は
対
立
し
た
。
ま
た
、
島
田
は
「
此
の
一
期
の
決
す
る
と
こ
ろ
は
、
後
来
に
先
例
を
与
へ
る
こ
と
」
と
第
一
議
会
が

先
例
を
作
り
出
す
こ
と
を
自
覚
し
、
慎
重
な
手
続
を
求
め
た
。
そ
の
後
、
上
奏
案
を
提
案
す
る
意
見
な
ど
が
出
さ
れ
た
が
、
結

局
、
三
崎
亀
之
助
が
提
案
し
た
修
正
案
が
百
二
十
四
対
百
十
六
で
可
決
さ
れ
た
。
修
正
案
は
「
司
法
大
臣
の
覆
牒
事
件
に
対
し
本

172



議
院
の
処
分
法
を
審
査
せ
ん
が
為
め
に
九
名
の
委
員
を
選
挙
す
へ
し
」
で
あ
っ
た
。
各
部
か
ら
委
員
が
選
出
（
91
）

さ
れ
、
互
選
で
末
松

が
再
び
委
員
長
に
、
末
広
が
理
事
に
選
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
予
算
を
め
ぐ
る
議
論
と
攻
防
が
活
発
化
し
た
こ
と
で
覆
牒
問
題
は

全
体
の
関
心
事
か
ら
外
れ
て
い
く
。

二
十
四
年
一
月
十
日
、
末
松
委
員
長
は
委
員
会
報
告
に
お
い
て
、
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
司
法
大
臣
の
覆
牒
を
不
当
と
し
て
上

奏
し
て
勅
裁
を
請
う
こ
と
を
決
議
し
た
と
報
告
（
92
）

し
た
。
報
告
に
対
す
る
議
員
か
ら
の
発
言
は
全
く
な
か
っ
た
。
第
一
議
会
最
終
日

の
三
月
七
日
、
横
堀
三
子
か
ら
森
逮
捕
事
件
に
関
す
る
委
員
の
報
告
に
対
し
て
議
定
を
要
す
と
い
う
緊
急
動
議
が
出
さ
れ
た
が
、

他
の
多
く
の
緊
急
動
議
と
同
様
、
審
議
・
採
決
さ
れ
る
こ
と
な
く
直
後
に
閉
会
（
93
）

し
た
。
結
局
、
上
奏
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

以
上
の
通
り
、
衆
議
院
と
し
て
は
会
期
前
に
逮
捕
さ
れ
拘
留
中
の
議
員
に
関
す
る
拘
留
継
続
は
議
院
の
許
可
が
な
け
れ
ば
認
め

ら
れ
な
い
と
決
議
し
た
が
、
司
法
大
臣
は
衆
議
院
の
許
可
の
有
無
に
よ
っ
て
司
法
権
の
処
分
は
変
え
ら
れ
な
い
と
の
覆
牒
を
な

し
、
衆
議
院
の
権
限
を
否
定
し
た
。
憲
法
に
明
文
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
内
閣
が
議
会
に
責
任
を
負
う
議
院
内
閣
制
で
も
な
い
以

上
、
衆
議
院
の
対
抗
手
段
は
な
く
、
政
府
の
解
釈
が
先
例
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
章

お
わ
り
に

以
上
、
第
一
回
総
選
挙
の
当
選
者
を
め
ぐ
る
訴
訟
・
議
員
逮
捕
と
議
院
の
自
律
性
に
関
し
て
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
た

い
。当

選
訴
訟
に
関
し
て
は
、
納
税
資
格
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
選
挙
人
の
投
票
、
当
選
者
の
被
選
挙
権
年
齢
不
足
、
選
挙
長
の
無

効
判
定
が
原
因
と
な
っ
て
提
起
さ
れ
た
。
当
初
、
裁
判
所
は
、
選
挙
法
七
十
八
条
に
定
め
る
当
選
訴
訟
と
は
当
選
者
の
当
選
無
効
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を
認
定
す
る
か
ど
う
か
を
争
う
も
の
で
、
正
当
な
当
選
者
を
認
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
認
定
に
は
別
の
措
置
が
必
要
と
解
釈
し

て
い
た
。
別
の
措
置
に
は
補
欠
選
挙
も
し
く
は
行
政
に
よ
る
認
定
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
行
政
の
認
定
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
。
例
え
ば
、
当
選
者
が
交
代
し
た
熊
本
六
区
と
石
川
二
区
に
お
い
て
、
当
選
訴
訟
で
は
正
当
な
当
選
者
が
決
定
さ
れ
な

か
っ
た
。
前
者
は
選
挙
長
に
よ
る
投
票
実
物
の
調
査
を
経
て
、
後
者
は
判
決
確
定
を
受
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
知
事
が
次
点
者
の
当
選

告
示
を
出
す
と
い
う
行
政
に
よ
る
当
選
者
決
定
が
行
わ
れ
た
。
群
馬
四
区
の
事
例
は
、
大
審
院
が
二
度
も
原
判
決
を
破
棄
す
る
異

例
の
展
開
だ
っ
た
が
、
第
二
議
会
の
解
散
に
よ
っ
て
当
選
訴
訟
は
決
着
を
見
な
い
ま
ま
結
末
を
迎
え
た
。

ま
た
、
最
も
早
く
当
選
者
が
交
代
し
た
茨
城
四
区
の
事
例
は
、
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
い
た
。
森
隆
介
は
そ
の
主
張
を
一
貫
し

て
否
定
さ
れ
、
衆
議
院
へ
の
出
席
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
当
選
訴
訟
で
当
選
無
効
が
確
定
す
る
ま
で
は
森
の
出

席
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
森
の
再
三
に
わ
た
る
議
席
請
求
の
申
立
は
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
以

後
、
当
選
訴
訟
の
結
果
、
裁
判
所
が
当
選
者
の
当
選
無
効
を
認
定
し
た
場
合
は
正
当
な
当
選
者
を
認
定
す
る
こ
と
が
確
立
す
る
。

当
選
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
二
件
の
議
員
資
格
審
査
委
員
会
の
議
論
で
は
、
衆
議
院
の
審
査
対
象
は
議
員
資
格
の
有
無
に

限
定
さ
れ
、
投
票
の
有
効
無
効
判
定
は
司
法
権
に
属
し
、
衆
議
院
の
権
限
は
及
ば
な
い
こ
と
が
確
立
し
た
。
制
度
上
の
三
権
分
立

は
明
治
憲
法
に
よ
っ
て
確
立
し
た
が
、
運
用
に
関
し
て
は
、
立
憲
体
制
草
創
期
の
司
法
と
立
法
に
関
わ
る
実
際
の
事
例
に
も
と
づ

い
て
先
例
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
運
用
の
特
徴
は
、
議
院
の
自
律
性
よ
り
も
三
権
の
バ
ラ
ン
ス
、
特

に
司
法
権
の
独
立
へ
の
配
慮
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

議
員
逮
捕
と
不
逮
捕
特
権
に
関
し
て
は
、
第
一
議
会
に
お
い
て
末
松
三
郎
や
井
上
角
五
郎
が
召
集
当
日
か
ら
憲
法
上
の
問
題
と

し
て
取
り
上
げ
た
。
末
松
や
島
田
三
郎
は
、
こ
れ
を
三
権
分
立
の
下
で
の
議
会
の
権
利
の
大
小
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
、
す
な
わ

ち
議
院
の
自
律
性
の
問
題
と
と
ら
え
て
い
た
。
以
後
の
先
例
と
な
る
第
一
議
会
で
、
政
府
に
対
し
て
逮
捕
・
拘
留
に
関
す
る
議
院
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許
諾
の
権
利
を
主
張
し
た
議
員
の
存
在
と
、
そ
れ
に
賛
同
す
る
議
員
が
多
数
派
で
あ
っ
た
こ
と
は
議
院
の
自
律
性
を
考
え
る
上
で

重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
制
局
が
言
う
よ
う
に
憲
法
に
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、「
政
略
上
の
問
題
」
と
し
て
政
府
は
衆

議
院
の
主
張
を
認
め
ず
、
こ
れ
を
先
例
と
し
て
定
着
さ
せ
た
。
こ
こ
で
も
運
用
と
し
て
立
法
権
よ
り
も
行
政
権
・
司
法
権
が
優
先

さ
れ
、
結
局
、
会
期
前
の
逮
捕
に
よ
る
会
期
中
の
拘
留
継
続
に
つ
い
て
議
会
の
権
利
は
確
立
で
き
な

（
94
）

か
っ
た
。
こ
れ
は
議
場
で
の

議
論
の
中
で
懸
念
さ
れ
て
い
た
、
行
政
府
が
恣
意
的
な
逮
捕
を
会
期
前
に
行
う
こ
と
で
会
期
中
の
立
法
府
を
統
制
で
き
る
と
い
う

問
題
が
残
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
に
第
二
回
総
選
挙
で
は
、
投
票
日
後
も
自
由
党
候
補
の
逮
捕
を
狙
っ
て
警
察
が
動
く

事
例
が
二
件
発
生
し
た
。
そ
の
点
で
は
島
田
三
郎
の
い
う
「
議
員
の
権
利
利
益
」
は
損
な
わ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

結
論
と
し
て
、
議
院
の
自
律
性
の
範
囲
は
、
第
一
議
会
に
お
け
る
議
員
資
格
審
査
と
不
逮
捕
特
権
に
関
す
る
先
例
の
確
立
過
程

に
お
い
て
い
ず
れ
も
狭
く
解
釈
さ
れ
た
。
特
に
不
逮
捕
特
権
に
関
し
て
は
議
会
、
議
員
か
ら
自
覚
的
に
議
院
の
自
律
性
が
主
張
さ

れ
た
が
、
司
法
権
、
行
政
権
が
優
先
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
憲
法
下
の
議
会
が
天
皇
の
協
賛
機
関
で
あ
り
最
高
機

関
で
は
な
か
っ
た
こ
と
と
、
当
該
期
が
超
然
内
閣
で
内
閣
が
議
会
に
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た
こ
と
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
政
治
史
研
究
に
お
い
て
、
明
治
立
憲
体
制
草
創
期
の
権
力
分
立
の
問
題
は
予
算
審
議
に
お
け
る
議
会
と
政
府
の
対
立
に
重

点
が
置
か
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
論
じ
た
議
院
の
自
律
性
を
め
ぐ
る
問
題
も
、
政
治
過
程
に
新
た
に
登
場
し
た
議
会
の
地
位
に
関

わ
る
重
要
な
課
題
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
憲
法
に
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
会
期
前
逮
捕
議
員
の
扱
い
に
つ
い
て
、
い
み
じ
く
も

法
制
局
が
「
政
略
上
の
問
題
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
憲
法
問
題
と
い
う
よ
り
も
政
治
問
題
と
し
て
扱
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
側
面
を

も
つ
か
ら
で
も
あ
る
。
出
発
の
時
点
で
議
会
は
政
府
の
「
政
略
」
に
破
れ
た
が
、
そ
の
後
自
律
性
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
不
逮
捕
特
権
に
関
し
て
、
現
行
の
日
本
国
憲
法
五
十
条
後
段
に
は
「
会
期
前
に
逮

捕
さ
れ
た
議
員
は
、
そ
の
議
院
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
会
期
中
こ
れ
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
が
明
文
化
さ
れ
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て
い
る
。
そ
の
点
で
明
治
憲
法
下
よ
り
も
議
院
の
自
律
性
は
強
ま
っ
た
と
い
（
95
）

え
る
。

注（
1
）
拙
稿
「
明
治
期
小
選
挙
区
制
に
お
け
る
選
挙
区
割
り
と
選
挙
区
人
口
―
―
明
治
二
二
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
未
成
案
を
め
ぐ
っ
て
」

『
選
挙
研
究
』
第
三
十
巻
・
第
一
号
、
平
成
二
十
六
年
七
月
）。

（
2
）
Ｒ
・
Ｈ
・
Ｐ
・
メ
イ
ソ
ン
『
日
本
の
第
一
回
総
選
挙
』（
法
律
文
化
社
、
昭
和
四
十
八
年
）。
そ
の
他
の
研
究
書
と
し
て
、
上
野
利
三

『
明
治
初
期
選
挙
史
の
研
究
―
―
静
岡
・
三
重
編
』（
和
泉
書
院
、
平
成
二
十
一
年
）
が
あ
る
。

（
3
）
主
な
論
文
と
し
て
以
下
が
あ
る
。
坂
野
潤
治
・
伊
藤
隆
「
杉
田
定
一
・
坪
田
仁
兵
衛
関
係
文
書
に
み
る
明
治
二
十
年
代
の
選
挙
と
地
方

政
治
」『
社
会
科
学
研
究
』（
東
京
大
学
）
第
一
七
巻
、
第
一
号
、
昭
和
四
十
年
。
森
脇
俊
雅
「
改
野
耕
三
『
第
壱
期
衆
議
院
議
員
当
選
来

歴
摘
要
』
他
―
―
一
八
九
〇
年
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
の
記
録
」『
法
と
政
治
』
第
三
八
巻
、
第
一
号
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
。
田
中

宗
孝
「
第
一
回
総
選
挙
の
こ
と
（
上
・
下
）」『
選
挙
時
報
』
第
四
一
巻
、
第
八
・
九
号
、
平
成
四
年
八
月
・
九
月
。
藤
井
徳
行
・
藤
本
百

男
「
第
一
回
総
選
挙
の
研
究
―
―
兵
庫
県
第
七
区
西
田
原
村
騒
動
を
中
心
に
」『
兵
庫
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
四
巻
、
平
成
六
年
。

二
宮
美
鈴
「
大
阪
北
部
の
大
同
団
結
運
動
と
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
」『
新
修
茨
木
市
史
年
報
』
第
一
号
、
平
成
十
四
年
八
月
。
三
村

昌
司
「
第
一
回
総
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
つ
い
て
の
試
論
」『
神
戸
大
学
史
学
年
報
』
第
二
二
号
、
平
成
十
九
年
。
稲
田
雅
洋
「
愛

知
県
に
お
け
る
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
（
上
・
下
）」『
東
海
近
代
史
研
究
』
第
三
二
号
・
三
三
号
、
平
成
二
十
三
・
二
十
四
年
。
同

「
第
一
回
総
選
挙
と
第
一
議
会
召
集
と
の
間
―
―
愛
知
県
第
一
区
同
名
投
票
訴
訟
事
件
な
ど
」（『
東
海
近
代
史
研
究
』
第
三
五
号
、
平
成

二
十
六
年
三
月
）。
な
お
、
稲
田
氏
の
後
者
の
論
考
は
、
本
稿
の
着
眼
点
と
類
似
の
点
が
あ
る
が
、
稲
田
氏
論
文
は
選
挙
結
果
判
明
後
の

当
選
者
変
更
を
網
羅
的
に
紹
介
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
の
目
的
・
分
析
と
は
異
な
る
。

（
4
）
当
選
訴
訟
に
関
し
て
は
、
美
濃
部
達
吉
『
選
挙
争
訟
及
当
選
争
訟
の
研
究
』（
弘
文
堂
書
房
、
昭
和
十
一
年
）
と
い
う
大
著
が
存
在
す

る
が
、
明
治
期
の
当
選
訴
訟
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
第
二
回
総
選
挙
に
お
け
る
当
選
訴
訟
に
関
し
て
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は
、
す
で
に
富
山
県
と
高
知
県
の
二
例
に
つ
い
て
下
記
の
研
究
が
あ
る
。
拙
稿
「
明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
の
一
考
察
―
―
富
山

県
第
四
区
の
場
合
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
五
五
号
、
平
成
十
四
年
十
二
月
。
同
「
明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
に
お
け
る
当
選

訴
訟
―
―
高
知
県
第
二
区
の
場
合
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
七
一
号
、
平
成
十
八
年
十
二
月
。
村
上
一
博
「
明
治
二
五
年
に
お
け
る
富

山
県
砺
波
郡
の
衆
議
院
議
員
選
挙
関
係
訴
訟
（
上
・
下
）」『
法
律
論
叢
』
第
八
五
巻
・
第
六
号
、
第
八
六
巻
・
第
一
号
、
平
成
二
十
五
年

三
月
、
七
月
。
同
「
明
治
・
大
正
・
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
判
決
例
の
研
究
（
一
）」『
法
律
論
叢
』
第
八
六
巻
、
第
二
・
三
号
、
平
成
二

十
五
年
十
月
。
被
選
挙
人
資
格
に
つ
い
て
は
、
寺
崎
修
「
自
由
民
権
家
の
出
獄
と
公
権
回
復
―
―
大
阪
事
件
関
係
者
の
場
合
」、
同
「
第

一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
と
大
井
憲
太
郎
―
―
そ
の
選
挙
人
・
被
選
挙
人
資
格
を
め
ぐ
っ
て
」（
寺
崎
修
『
自
由
民
権
運
動
の
研
究
―
―
急

進
的
自
由
民
権
運
動
家
の
軌
跡
』
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
、
平
成
二
十
年
所
収
）
が
あ
る
。
議
員
資
格
審
査
に
つ
い
て
は
、
大
石
眞

『
議
院
自
律
権
の
構
造
』（
成
文
堂
、
昭
和
六
十
三
年
、
二
六
一
―
二
六
三
頁
）
が
あ
る
。

（
5
）
第
一
議
会
に
関
す
る
研
究
で
は
、
議
会
の
予
算
審
議
権
に
関
わ
る
憲
法
六
十
七
条
を
め
ぐ
る
対
立
が
最
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
代
表
的

な
研
究
と
し
て
、
坂
野
潤
治
『
明
治
憲
法
体
制
の
確
立
―
―
富
国
強
兵
と
民
力
休
養
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
十
六
年
）、
藤
田
正

「
初
期
議
会
期
に
お
け
る
帝
国
議
会
の
機
能
に
つ
い
て
の
一
試
論
―
―
第
一
議
会
を
中
心
に
」『
早
稲
田
法
学
会
誌
』
第
二
五
号
、
昭
和
五

十
年
、
佐
々
木
隆
『
藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
四
年
）、
村
瀬
信
一
「
第
一
議
会
と
自
由
党
―
―
『
土
佐
派
の
裏
切

り
』
考
」『
史
学
雑
誌
』
第
九
五
巻
、
第
二
号
、
昭
和
六
十
一
年
、
同
『
明
治
立
憲
制
と
内
閣
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
三
年
）
な
ど

が
あ
る
。
近
年
で
は
、
両
院
協
議
会
制
度
に
つ
い
て
、
横
山
寛
「
帝
国
議
会
に
お
け
る
両
院
協
議
会
制
度
の
導
入
過
程
に
つ
い
て
」（『
法

学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
四
号
、
平
成
二
十
七
年
）
が
あ
る
。

（
6
）
工
藤
武
重
『
帝
国
議
会
史
』（
有
斐
閣
、
明
治
三
十
四
年
、
八
一
―
八
七
頁
）。
他
に
、
原
田
一
明
「
明
治
期
『
議
会
法
』
文
献
案
内

（
2
）」（『
議
会
政
治
研
究
』
第
六
一
号
、
平
成
十
四
年
三
月
、
五
四
―
五
八
頁
）
が
逮
捕
事
件
の
概
要
と
井
上
毅
の
意
見
を
紹
介
し
、
井

上
の
意
見
が
政
府
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
7
）
『
註
解
日
本
国
憲
法
』（
改
訂
版
、
下
巻
、
有
斐
閣
、
昭
和
三
十
四
年
、
七
九
七
、
七
九
九
頁
）。
楠
正
純
「
国
会
議
員
の
不
逮
捕
特
権
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と
期
限
付
逮
捕
許
諾
の
正
否
」『
修
道
法
学
』
第
三
巻
、
第
一
号
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
、
二
五
頁
。

（
8
）
議
院
の
自
律
性
の
由
来
や
各
国
比
較
に
つ
い
て
は
、
藤
田
晴
子
「
議
院
の
自
律
権
」（
田
中
二
郎
編
『
日
本
国
憲
法
体
系
』
第
五
巻
・

統
治
の
機
構
（
Ⅱ
）、
有
斐
閣
、
昭
和
三
十
九
年
）
参
照
。
そ
の
他
、
原
龍
之
助
「
議
院
の
自
律
性
」（
清
宮
四
郎
・
佐
藤
功
編
『
憲
法
講

座
』
第
三
巻
、
有
斐
閣
、
昭
和
四
十
年
）、
土
橋
友
四
郎
「
国
会
議
員
の
特
権
―
―
比
較
法
的
考
察
」（『
専
修
大
学
論
集
』
第
一
三
号
、

昭
和
三
十
七
年
一
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
9
）
先
駆
的
に
は
、
辻
清
明
『
日
本
官
僚
制
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
昭
和
二
十
七
年
）
が
権
力
の
割
拠
性
を
論
じ
た
。
主
な
論
考
と
し
て
は
、

鳥
海
靖
『
日
本
近
代
史
講
義
―
―
明
治
立
憲
制
の
形
成
と
そ
の
理
念
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
六
十
三
年
、
二
七
〇
―
二
七
一
頁
）、

佐
々
木
隆
「
明
治
天
皇
と
立
憲
政
治
」（
福
地
惇
・
佐
々
木
隆
編
『
明
治
日
本
の
政
治
家
群
像
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
五
年
、
三
三
五
―

三
三
六
頁
）
が
あ
る
。

（
10
）
衆
議
院
議
員
選
挙
法
（『
法
令
全
書
』
明
治
二
十
二
年
、
法
律
第
三
号
）。
以
下
、
選
挙
法
の
条
文
は
す
べ
て
同
書
に
よ
る
。
法
令
の
送

り
仮
名
は
す
べ
て
平
仮
名
に
改
め
る
。

（
11
）
岸
清
一
「
判
決
例
・
赤
松
新
右
衛
門
新
井
球
三
郎
対
河
田
景
雄
投
票
効
力
不
当
決
定
取
消
請
求
ノ
件
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
七
七
号
、

明
治
二
十
三
年
八
月
二
十
五
日
、
五
七
九
―
五
八
五
頁
。
以
下
、
判
決
内
容
は
同
記
事
に
よ
る
。

（
12
）
明
治
二
十
三
年
第
四
百
五
十
号
裁
判
言
渡
書
「
大
審
院
民
事
判
決
原
本
明
治
二
十
三
年
自
九
月
至
十
二
月
分
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

以
下
、
判
決
内
容
に
つ
い
て
は
判
決
原
本
に
よ
る
。

（
13
）
明
治
二
十
三
年
第
五
百
三
十
八
号
裁
判
言
渡
書
、
同
前
。

（
14
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日
付
。

（
15
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日
付
。

（
16
）
「
議
席
請
求
理
由
書
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
二
月
十
日
、
十
一
日
付
）。

（
17
）
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
八
月
十
三
日
付
。
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（
18
）
「
予
審
終
結
言
渡
書
」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
八
月
十
六
日
付
）。

（
19
）
民
事
訴
訟
法
第
二
百
六
条
「
妨
訴
の
抗
弁
は
本
案
に
付
て
の
被
告
の
弁
論
前
同
時
に
之
を
提
出
す
可
し
」。
妨
訴
の
抗
弁
は
次
の
七
項

目
で
あ
る
。
無
訴
権
の
抗
弁
、
裁
判
所
管
轄
違
の
抗
弁
、
権
利
拘
束
の
抗
弁
、
訴
訟
能
力
の
欠
缺
又
は
法
律
上
代
理
の
欠
缺
の
抗
弁
、
訴

訟
費
用
保
証
の
欠
缺
の
抗
弁
、
再
訴
に
付
き
前
訴
訟
費
用
未
済
の
抗
弁
、
延
期
の
抗
弁
。
大
審
院
の
判
決
内
容
か
ら
、
相
川
は
無
訴
権
の

抗
弁
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
20
）
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
月
二
十
三
日
付
。

（
21
）
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
一
月
二
十
九
日
付
。
以
下
、
判
決
に
関
し
て
は
同
紙
記
事
に
も
と
づ
く
。

（
22
）
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
二
月
十
四
日
付
。

（
23
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
三
月
一
日
付
、
四
月
八
日
付
。

（
24
）
民
事
訴
訟
法
第
二
百
七
条
第
二
項
「
妨
訴
の
抗
弁
を
棄
却
す
る
判
決
は
上
訴
に
関
し
て
は
終
局
判
決
と
看
做
す
但
裁
判
所
は
申
立
に
因

り
本
案
に
付
き
弁
論
を
為
す
可
き
を
命
す
る
こ
と
を
得
」。

（
25
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
五
月
八
日
付
。

（
26
）
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
六
月
二
十
四
日
付
。

（
27
）
「
松
山
守
善
自
叙
伝
」（『
熊
本
年
鑑
』
第
一
八
巻
、
昭
和
四
十
年
、
一
三
二
頁
）。

（
28
）
『
九
州
日
日
新
聞
』（
明
治
二
十
三
年
八
月
十
三
日
付
）
に
よ
れ
ば
、
二
十
二
年
十
二
月
頃
、
資
産
家
が
自
分
の
農
地
を
十
一
人
に
売
却

し
て
地
租
十
五
円
以
上
を
納
め
さ
せ
た
が
、
納
税
の
歳
月
（
選
挙
法
六
条
第
三
項
に
よ
り
名
簿
調
製
日
よ
り
前
満
一
年
以
上
）
が
不
足
し

て
い
た
た
め
無
資
格
者
と
な
っ
た
も
の
で
故
意
で
は
な
い
と
い
う
。

（
29
）
前
掲
「
松
山
守
善
自
叙
伝
」、
一
三
三
頁
。

（
30
）
『
九
州
日
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
八
月
十
日
付
。

（
31
）
「
裁
判
言
渡
書
」（『
九
州
日
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
月
十
五
日
付
）。
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（
32
）
『
九
州
日
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
八
月
二
十
七
日
付
。

（
33
）
『
九
州
日
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
一
月
八
日
付
。

（
34
）
「
小
崎
義
明
対
松
山
守
善
無
効
当
選
取
消
件
」（
増
島
六
一
郎
編
『
裁
判
粋
誌
』
民
事
集
・
第
六
巻
、
裁
判
粋
誌
社
、
明
治
二
十
五
年
六

月
、
一
一
三
―
一
一
七
頁
）。

（
35
）
「
広
島
訴
訟
院
民
事
判
決
原
本
綴
自
明
治
二
十
四
年
四
月
至
明
治
二
十
四
年
六
月
第
二
十
三
号
の
二
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。
以
下
、

判
決
内
容
は
判
決
原
本
に
よ
る
。

（
36
）
『
九
州
日
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
五
月
二
十
四
日
付
。

（
37
）
『
九
州
日
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
七
月
七
日
付
。

（
38
）
『
九
州
日
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
七
月
三
十
日
付
。

（
39
）
『
熊
本
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
付
。

（
40
）
具
申
西
秘
第
二
〇
五
号
「
明
治
二
十
四
年
・
議
員
選
挙
・
衆
議
院
」（
群
馬
県
立
文
書
館
蔵
）。

（
41
）
申
請
西
秘
第
五
号
、
同
前
。

（
42
）
拙
稿
「
木
暮
武
太
夫
」『
三
田
評
論
』
第
一
二
〇
二
号
、
平
成
二
十
八
年
七
月
、
七
六
―
七
九
頁
。

（
43
）
官
房
乙
第
六
号
「
衆
議
院
議
員
選
挙
当
選
訴
訟
を
県
治
局
長
へ
通
報
案
」「
当
選
訴
訟
要
領
」、
前
掲
「
明
治
二
十
四
年
・
議
員
選
挙
・

衆
議
院
」。

（
44
）
第
一
一
五
七
号
「
予
審
集
結
決
定
書
の
写
」、
前
掲
「
明
治
二
十
四
年
・
議
員
選
挙
・
衆
議
院
」。

（
45
）
明
治
二
十
三
年
第
七
七
二
号
判
決
正
本
「
地
方
費
・
衆
議
院
議
員
選
挙
費
」（
群
馬
県
立
文
書
館
蔵
）。

（
46
）
内
一
七
二
三
号
西
群
馬
片
岡
郡
長
宛
内
務
部
長
照
会
、
前
掲
「
明
治
二
十
四
年
・
議
員
選
挙
・
衆
議
院
」。

（
47
）
乙
五
五
二
号
内
務
省
県
治
局
長
宛
知
事
通
知
案
別
紙
上
告
趣
意
書
、
同
前
。

（
48
）
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
六
月
二
十
三
日
付
付
録
。
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（
49
）
第
三
五
四
一
号
別
紙
「
判
決
正
本
」、
前
掲
「
明
治
二
十
四
年
・
議
員
選
挙
・
衆
議
院
」。
以
下
、
判
決
内
容
に
つ
い
て
は
同
資
料
に
も

と
づ
く
。

（
50
）
「
衆
議
院
議
員
当
選
無
効
ノ
件
」『
大
審
院
判
決
録
・
明
治
二
十
五
年
一
月
五
月
』（
昭
和
六
十
一
年
、
三
九
―
四
二
頁
）。
以
下
、
判
決

内
容
に
つ
い
て
は
同
書
に
も
と
づ
く
。

（
51
）
民
事
訴
訟
法
第
百
十
一
条
「
各
当
事
者
は
相
手
方
の
主
張
し
た
る
事
実
に
対
し
陳
述
を
為
す
可
し
。
明
か
に
争
は
さ
る
事
実
は
原
告
若

く
は
被
告
の
他
の
陳
述
よ
り
之
を
争
は
ん
と
す
る
意
思
か
顕
れ
さ
る
と
き
は
自
白
し
た
る
も
の
と
看
做
す
。
不
知
の
陳
述
は
原
告
若
く
は

被
告
の
自
己
の
行
為
に
非
す
又
自
己
の
実
験
し
た
る
も
の
に
も
非
さ
る
事
実
に
限
り
之
を
許
す
此
場
合
に
於
て
不
知
を
以
て
答
へ
た
る
事

実
は
争
ひ
た
る
も
の
と
看
做
す
」（
な
お
、
句
点
を
付
し
た
）。

（
52
）
丑
木
幸
男
『
評
伝
高
津
仲
次
郎
』（
群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会
、
平
成
十
四
年
、
二
六
七
頁
）。

（
53
）
大
石
眞
『
議
院
法
制
定
史
の
研
究
―
―
日
本
議
会
法
伝
統
の
形
成
』（
成
文
堂
、
平
成
二
年
、
三
三
三
頁
）。

（
54
）
第
六
議
会
ま
で
の
初
期
議
会
期
に
お
い
て
、
資
格
審
査
が
行
わ
れ
た
の
は
、
第
一
議
会
の
二
件
と
第
四
議
会
の
西
山
志
澄
に
関
す
る
審

査
の
計
三
件
だ
け
で
あ
っ
た
。
西
山
の
件
は
審
査
の
結
果
、
資
格
に
欠
け
る
と
こ
ろ
な
し
と
結
論
が
出
さ
れ
た
（「
自
第
一
回
議
会
至
第

六
十
回
議
会
衆
議
院
議
案
件
名
録
」
衆
議
院
事
務
局
、
昭
和
七
年
、
第
十
二
類
一
頁
）。

（
55
）
「
明
治
二
十
三
年
分
衆
議
院
議
員
選
挙
事
務
簿
」（
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
）。

（
56
）
当
事
件
は
二
田
派
の
運
動
員
が
二
田
に
投
票
さ
せ
る
目
的
で
有
権
者
に
一
円
を
渡
し
、
そ
れ
を
断
っ
た
者
に
は
供
応
し
て
投
票
を
約
束

さ
せ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
十
一
月
十
五
日
、
秋
田
地
方
裁
判
所
は
、
選
挙
法
九
十
一
条
違
反
で
刑
法
二
百
三
十
四
条
を
適
用
し
、
十
一
人

を
軽
禁
錮
二
ヵ
月
、
罰
金
三
円
、
一
人
に
自
首
を
認
定
し
軽
禁
錮
一
ヵ
月
二
十
日
、
罰
金
二
円
五
十
銭
と
す
る
判
決
を
下
し
た
（「
裁
判

言
渡
書
」「
自
明
治
二
十
二
年
至
明
治
二
十
五
年
機
密
書
類
」
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
）。
知
事
は
こ
の
件
を
「
投
票
の
効
力
に
対
し
何
等
の

制
裁
な
き
も
の
」
で
「
当
選
人
の
資
格
上
異
動
を
生
せ
ざ
る
義
」
と
述
べ
な
が
ら
も
「
裁
判
言
渡
書
」
を
添
付
し
て
内
務
省
の
白
根
専
一

に
報
告
し
た
（「
二
田
是
儀
選
挙
ノ
件
ニ
付
照
会
案
伺
」
前
掲
「
自
明
治
二
十
二
年
至
明
治
二
十
五
年
機
密
書
類
」、
送
り
仮
名
を
平
仮
名
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に
改
め
た
）。

（
57
）
「
本
院
議
員
二
田
是
儀
君
資
格
審
査
委
員
会
報
告
」（
Ｂ
483
）「
梧
陰
文
庫
井
上
毅
文
書
」（
國
學
院
大
學
図
書
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
）。

（
58
）
「
本
院
ノ
決
定
ヲ
要
求
ス
ル
ノ
意
見
書
」（
Ｂ
478
）
同
前
。
以
下
、
衆
議
院
の
議
員
資
格
権
限
に
関
し
て
は
同
資
料
に
も
と
づ
く
。

（
59
）
同
前
。

（
60
）
同
前
。

（
61
）
前
掲
「
本
院
議
員
二
田
是
儀
君
資
格
審
査
委
員
会
報
告
」。

（
62
）
「
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
五
十
五
号
」
八
七
四
―
八
八
六
頁
（
国
立
国
会
図
書
館
帝
国
議
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム

http://teikokugi-

kai-i.ndl.go.jp/SEN
TA
K
U
/syugiin/001/0060/m

ain.htm
l

）。
最
終
閲
覧
日
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
。

（
63
）
「
赤
松
新
右
衛
門
君
資
格
審
査
委
員
経
過
報
告
書
」（
Ｂ
482
）
前
掲
「
梧
陰
文
庫
井
上
毅
文
書
」。
以
下
の
経
過
は
同
資
料
に
も
と
づ
く
。

（
64
）
「
資
格
異
議
申
立
ノ
答
弁
書
」（
Ｂ
482
）
同
前
。

（
65
）
「
理
由
書
」（
Ｂ
482
）
同
前
。

（
66
）
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
の
一
考
察
―
―
富
山
県
第
四
区
の
場
合
」
参
照
。

（
67
）
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
第
四
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
四
年
、
五
―
六
頁
）。

（
68
）
同
前
書
、
二
〇
九
頁
。
な
お
、
送
り
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。

（
69
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
七
月
五
日
付
。

（
70
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
付
。

（
71
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
二
月
五
日
付
。

（
72
）
「
森
議
員
の
裁
判
言
渡
書
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
二
月
七
日
付
）。

（
73
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
二
月
十
八
日
付
。

182



（
74
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
五
月
二
十
六
日
付
。

（
75
）
『
明
治
二
十
四
年
大
審
院
判
決
録
』（
復
刻
版
、
文
生
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
、
六
二
四
―
六
四
一
頁
）。

（
76
）
そ
の
後
、
森
は
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
に
刑
期
を
終
え
市
ヶ
谷
監
獄
か
ら
出
獄
し
、
十
月
十
二
日
、
期
限
を
残
し
て
早
期
に
監
視
が

解
か
れ
た
。

（
77
）
「
議
員
逮
捕
ニ
関
ス
ル
意
見
」（
Ｂ
4042
）
前
掲
「
梧
陰
文
庫
井
上
毅
文
書
」。

（
78
）
法
制
局
の
見
解
と
は
別
に
、
民
事
上
の
拘
束
だ
け
で
な
く
刑
事
上
の
拘
束
も
禁
じ
る
規
定
を
置
い
て
い
る
点
で
は
日
本
は
仏
国
な
ど
の

大
陸
諸
国
と
共
通
性
が
あ
り
、
民
事
上
だ
け
の
英
国
と
は
異
な
る
。

（
79
）
「
会
期
前
逮
捕
議
員
ノ
処
分
ニ
関
ス
ル
答
議
・
リ
ヨ
ス
レ
ル
」（
Ｂ
4040
）
前
掲
「
梧
陰
文
庫
井
上
毅
文
書
」。

（
80
）
「
会
期
前
逮
捕
議
員
ノ
処
分
ニ
関
ス
ル
答
議
・
ボ
ア
ソ
ナ
ド
」（
Ｂ
4040
）
同
前
。

（
81
）
「
逮
捕
事
件
の
始
末
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
二
月
十
一
日
付
）。

（
82
）
「
衆
議
院
議
事
速
記
録
号
外
」
二
―
四
頁
（
前
掲
、
帝
国
議
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム

http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SEN
TA
K
U
/

syugiin/001/0022/m
ain.htm

l

）。
最
終
閲
覧
日
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
。

（
83
）
「
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
二
号
」
一
〇
頁
（
同
前
、http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SEN

TA
K
U
/syugiin/001/0060/m

ain.htm
l

）。
最

終
閲
覧
日
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
。

（
84
）
委
員
は
、
末
松
三
郎
、
綾
井
武
夫
、
井
上
角
五
郎
、
末
広
重
恭
、
三
崎
亀
之
助
、
菊
池
侃
二
、
末
松
謙
澄
、
遠
藤
秀
景
、
前
田
案
山
子

の
九
名
で
あ
っ
た
（『
時
事
新
報
』
明
治
二
十
三
年
十
二
月
五
日
付
）。

（
85
）
「
議
員
逮
捕
ノ
事
件
ニ
関
ス
ル
報
告
」（
Ｂ
4039
）
前
掲
「
梧
陰
文
庫
井
上
毅
文
書
」。
な
お
、
送
り
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。

（
86
）
「
衆
議
院
議
員
森
時
之
助
ノ
東
京
地
方
裁
判
所
審
問
拘
留
ニ
関
ス
ル
通
知
書
」（
Ｂ
4043
）
同
前
。

（
87
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
二
月
六
日
付
。

（
88
）
同
前
。
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（
89
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
二
月
七
日
付
。

（
90
）
「
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
二
十
二
号
」
六
七
―
七
六
頁
（
前
掲
、
帝
国
議
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム

http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/

SEN
TA
K
U
/syugiin/001/0060/m

ain.htm
l

）。
最
終
閲
覧
日
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
。

（
91
）
委
員
は
、
杉
田
定
一
、
松
田
正
久
、
塩
田
奥
造
、
末
松
三
郎
、
蒲
生
仙
、
河
野
広
中
、
櫻
井
徳
太
郎
、
末
広
重
恭
、
大
岡
育
造
の
九
名

で
あ
っ
た
（『
時
事
新
報
』
明
治
二
十
三
年
十
二
月
十
日
付
）。

（
92
）
「
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
二
十
三
号
」
三
一
一
頁
（
前
掲
、
帝
国
議
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム

http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SEN
-

TA
K
U
/syugiin/001/0060/m

ain.htm
l

）。
最
終
閲
覧
日
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
。

（
93
）
「
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
六
十
二
号
」
一
〇
二
五
頁
（
同
前
、http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SEN

TA
K
U
/syugiin/001/0060/m

ain.

htm
l

）。
最
終
閲
覧
日
平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日
。

（
94
）
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
撮
要
』
改
訂
第
五
版
（
復
刻
版
、
有
斐
閣
、
平
成
十
一
年
、
原
書
は
昭
和
十
年
）
は
、
刑
事
訴
訟
法
が
刑
事
訴
追

を
中
断
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
現
行
法
の
下
で
は
議
院
に
は
釈
放
要
求
の
権
利
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
（
四
四

六
頁
）。

（
95
）
前
掲
「
国
会
議
員
の
不
逮
捕
特
権
と
期
限
付
逮
捕
許
諾
の
正
否
」
二
五
頁
。
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